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平成21年度 国立大学法人高知大学 年度計画 
 
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 
１ 教育に関する目標を達成するための措置 
（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置 
（ｉ）学士課程における教育の成果に関する目標を達成するための措置 
①学士課程教育の成果に関する具体的目標の設定 

[共通教育] 

001) 教養教育（全学共通の教育）においては，各学部の専門分野と有機的関連を意識しつ

つ，地域の企業アンケート等で求められた５つの能力（日本語による表現力，プレゼン

テーション能力，コミュニケーション能力，異文化理解能力，情報処理能力）と幅広い

教養を身に付けた人間性と社会性豊かな人材を育成する。 

・基軸科目「日本語技法」の授業を中心に日本語による表現力，プレゼンテーション能

力の育成，基軸科目「英会話」，「大学英語入門」の授業を中心にコミュニケーショ

ン能力，異文化理解能力の育成，基軸科目「情報処理Ⅰ・Ⅱ」を中心に情報リテラシ

ーの育成，教養科目を中心に，幅広い教養を身につけた人間性と社会性豊かな人材を

育成する。これらの授業を総合教育センターの「大学教育創造部門」で評価，点検，

企画し，共通教育実施機構で実施する。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「大学教育創造部門」と共通教育実施機構が協

力し，前年度の共通教育カリキュラム改編に伴い開講した初年次科目（「課題探求実践

セミナー」，「大学基礎論」，「学問基礎論」，「英会話」，「大学英語入門」，「情報処理」）

についての授業評価アンケートを実施し，５つの能力（日本語による表現力，プレゼ

テーション能力，コミュニケーション能力，異文化理解能力，情報処理能力）に関す

る検証・評価を行い，改善策を取りまとめ全学に提示する。 

 

002) 共通教育で提供する授業を基軸科目，教養科目及び基礎科目に区分し，その適切な配

置により各学部の目指す固有の専門教育と適切に連結させる。 

・総合教育センターの「大学教育創造部門」が共通教育実施機構及び各学部と協力して，

教養教育と専門教育の科目配置に関して卒業生の意見や高知県教育委員会の意見等を

参考にするとともに，基礎教育に関するアンケートを実施し，調査・分析を行い，改

善の提案を行う。それに基づいて共通教育実施機構及び各学部は，カリキュラム改革

を行う。 

平成 21 年度は，共通教育実施機構において，「学士課程教育の改革-Ver4-」に基づ

き，学士課程教育を実施する。 

なお，前年度の共通教育カリキュラム改編に伴い開講した科目区分「共通専門科

目」については，学生の履修状況を調査・追跡し，学部「専門科目」との適切な連結

のあり方を全学に提示する。 

 

[専門教育] 

003) 各分野，学部の目指す人材育成に合致した基礎専門授業を展開する。その上で深い専

門の学識・技術を会得させる。なお，医学部では６年一貫の医学教育をより一層効果的

に実施するためコア・カリキュラム制度を導入しており，この制度と共通教育との調和

を図り教育効果の向上を目指す。 

・全学的方針のもと各学部は専門教育と共通教育を接続し，各コースの人材育成目標を

作成するとともに標準履修モデルと授業内容を検討する。 

また，各学部に改革を行う WG を組織する。 

平成 21 年度は，教育改革実施検討本部の下に設置した「ポリシー策定専門部会」に

おいて，学部等における３つのポリシー（アドミッション，カリキュラム，ディプロ
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マ）及びカリキュラムマップを策定することで人材育成目標を明確にする。 

 
②卒業後の進路等に関する具体的目標の設定 

004) 企業，公共サービス機関，教育機関，大学院等への進路を指導する。このため，全学

組織の就職部門を充実し，企業や社会の要請を分析するとともに，より丁寧な就職・進

学相談を実施する。また，学外の有能な実業人，コーディネーターを招き１年次から学

生の将来の職業選択を意識したキャリア教育，学修相談，関連講演会を実施する。同時

に，インターンシップを各学部の特性に応じた専門教育として行い，社会参加，職業参

加の動機づけを行う。 

・総合教育センターの「キャリア形成支援部門」，「大学教育創造部門」，「事務局

（学生支援課）」，「社会協働教育部門」が連携し，１年次からのキャリアパス設計

に必要な情報提供や｢場｣の提供等支援を行うほか，FD を通してアドバイザー教員の支

援能力の向上を図る。全学組織の就職部門を拡充し，企業や社会の要請を分析すると

ともに，教育機関，大学院，企業への進路を相談・指導できる体制を確立し，原則と

して１教員１企業訪問を行い，就職率 90％を目指す。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「キャリア形成支援部門」，「大学教育創造部

門」，「社会協働教育部門」，「事務局（学生支援課）」が連携し，１年次からのキャリア

パス設計に必要な情報提供や｢場｣の提供等支援を行う。 

また，アドバイザー教員においては，学生の就職支援に対応した能力・資質の改善

や向上に資するための FD を実施する。 

さらに，就職部門においては，企業や社会の要請を分析するとともに，教育機関，

大学院，企業への進路を相談・指導できる体制を充実し，原則１教員１企業訪問を継

続する。 

これらの取り組みにより，就職率 90％を達成する。 

 
005) 高学年次に受講させるキャリア教育授業として，実業人を講師とするマネジメント講

座を開設し，就業意識を高める。 

・実業人等を講師とするマネジメント講座，ビジネス講座科目群（ベンチャービジネス

論等）を現代社会教養講座の関連授業題目として開講するのみならず学外の様々な団

体との連携による多様な取り組みを行う。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「キャリア形成支援部門」において，共通教育

の共通専門科目に高学年次向け授業科目を開設し，就業意識を高めるほか学外の様々

な団体との連携による多様な取り組みを引き続き行う。 

また，各学部においては，引き続き実業人等を講師とするマネジメント講座，ビジ

ネス講座科目群(ベンチャービジネス論等)を現代社会教養講座の関連授業題目として

開講するほか，学外の様々な団体との連携による多様な取り組みを行う。 

これらの取り組みを行うことで，就業意識を高める。 

 

③教育の成果・効果の検証に関する具体的方策 

006) 卒業研究は，原則として一般に公開し，その社会的評価を受ける。 

・各学部において教育に対する「社会的評価」の場としての卒業論文・卒業研究発表会

を実施し，一般へ公開する。さらに，学部学科の実情に応じて卒論選集の発行，ホー

ムページでの公開等も検討・実施する。 

平成 21 年度は，各学部において，引き続き卒論研究発表会を内外に告知し実施する

とともに，アンケートや聴き取り調査を行う。 

さらに，卒論研究要旨集を発行するとともに，知的財産等に関わる部分にも配慮し

つつ，学生から公開承諾を得た卒論題目をデータベース化し，ホームページ上で公開

する。 
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007) 卒業生による大学教育評価を面談やアンケート等により実施する。教員は原則として

２年に１度は卒業生のいる企業等を訪問し，聴き取り調査等を行い，これらの結果を就

職部門と各学部の就職担当教員で整理，分析し，それぞれの学修指導に生かす。 

・各学部は，卒業生の就職している企業を訪問し，卒業生への聴き取り調査等を行う。

また，前年度各学部が実施したアンケート結果を分析し，学修指導に生かす。 

総合教育センターの「大学教育創造部門」において，前年度各学部が実施したアン

ケートフォーマットを集約し，検討する。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「キャリア形成支援部門」において，前年度に

実施した OB･OG アンケート調査結果を分析し，その結果を全学に提示する。 

なお，この分析結果等については，後進への学修指導に活かすほか，各学部におけ

るネットワーク構築のための個人情報等に配慮した資料とする。 

 

008) 卒業生に対する社会の評価を受けて教育に反映するシステムを，就職部門・大学教育

創造センターが中核となり構築する。このため，教員が原則として２年に１度は卒業生

のいる企業等の人事担当者等との面談を行い，調査する。報告は全学でまとめ，各学部

にその結果をフィードバックし，教育の成果を検証し，改善を図る。 

・卒業生が社会的にどのような評価を受けているか，定期的に卒業生のいる企業，医療

機関，各県の教育委員会及び教育・研究機関等を訪問調査及びアンケートを実施し，

評価を得る。また，医学部においては，関連教育病院運営協議会を定例的に開催し，

卒業生の評価を聴取する。これらの結果を教育の改善に反映させる。 

平成 21 年度は，卒業生に対する社会の評価を受けて教育に反映するシステムを，総

合教育センターの「キャリア形成支援部門」が中核となり構築するため，教員は卒業

生のいる企業等の人事担当者等との面談を行い，調査する。 

報告書は教育の成果を検証し改善に資するものとして，就職室で取りまとめ，各学

部にその結果をフィードバックする。 

また，医学部においては，関連教育病院運営協議会を定例的に開催し，卒業生の評

価を聴取することで，引き続き教育の改善に反映させる。 

 

 

（ⅱ）大学院課程における教育の成果に関する目標を達成するための措置 

①教育の成果に関する具体的目標の設定 

009) 総合人間自然科学研究科においては，急激に発展する学術の高度化に応じた高度の専

門知識と幅広い学際的知識を修得させ，優れた研究能力，研究管理能力，問題解決能力

を備えた人材の育成を目指す。このため，時代の動向を踏まえた的確なカリキュラム編

成に向けて不断の見直しを実施し具体化する。同時に，対応する教員の教育研究能力を

厳密に自己点検・評価し，能力向上を図るシステムを導入する。 

・学部教育研究システムに接続する修士課程の新たな教育研究システムのカリキュラム

を構築し，大学院生１人に主指導教員１人と副指導教員２人による複数指導体制を構

築する。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科修士課程において，黒潮圏総合科学準専攻

システムや副専攻プログラムなどの改善を行い，他専攻と協働し指導体制の充実と対

応する教員の教育力を自己点検・評価し，「大学院教育の実質化」を図る。 
 

010) 日本のみならず国際社会でも通用する人材の育成のため，知識人としての自覚と国際

感覚を培うことを目的とする外国人研究者及び国際的に活躍する日本人研究者等による

特別講義，シンポジウム，セミナーを開催する。これらが，十分な効果を上げているか

どうかは学生アンケート等により評価する。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科において，引き続き知識人としての自覚と

国際感覚を培うことを目的とする外国人研究者及び国際的に活躍する日本人研究者等

による特別講義，シンポジウム，セミナーを開催する。 
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なお，これらの取り組みについて検証するため，大学院生アンケート調査等を行い，

その結果を全学に提示する。 

 

②修了後の進路等に関する具体的目標の設定 

011) 修士課程においては，情報，医療，材料，環境，生産，教育の現場に高度専門職業人

として送り出す。 

・総合人間自然科学研究科は，各分野における高度専門職業人を養成するためのカリキ

ュラムを策定する。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科修士課程において，大学院教育の充実・改

善を図るため，引き続き高度専門職業人を養成するのにふさわしいカリキュラムとし

て長期インターンシップの実施や社会人向けの授業科目を増設する。 

なお，これらの取組の効果について検証するため，大学院生アンケート調査等を行

い，その結果を全学に提示する。 
 

012) 修士課程においては，専門領域に関連するインターンシップを導入し，修了後の進

路・職業選択に供する。 

・総合教育センターの「キャリア形成支援部門」において，大学院生も対象とした協働

型知の創造実践（CBC;Collaboration based Creativity）のプログラム開発を検討す

る。また，総合人間自然科学研究科は，実践型インターンシップ導入のための環境整

備を図る。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科修士課程において，実践型インターンシッ

プのカリキュラムを実施するとともに，各種研究機関への就職支援を行うために，短

期派遣制度や研修制度を充実させる。 

 

013) 博士課程においては，より高度の専門職業人として各種産業界・医学界に送り出すと

同時に，高等教育・研究機関等の基礎研究や応用研究の分野へ研究者を輩出する。 

・総合人間自然科学研究科において，カリキュラムの充実，学会発表，雑誌投稿の支援，

研究職への就職支援を実施する。また，大学院生による国際学会・シンポジウム，学

会雑誌での発表（１篇以上）を義務づける。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科博士課程において，カリキュラムの充実，

学会発表，雑誌投稿の支援，研究職への就職支援を実施するとともに，希望する大学

院生に対して各種研究機関への短期派遣，研修についても引き続き実施する。 

なお，これら大学院生の成果発表の場として，国際学会・シンポジウム，学会雑誌

などで，義務付けた発表（１篇以上）を行う。 

 

014) 課程修了者の進路を総合人間自然科学研究科が調査し，その結果をもとに就職支援体

制を充実，強化する。 

・大学院生の就業先分野に関する状況調査や専門領域でのインターンシップ支援強化等

「キャリア形成支援プログラム」を作成するとともに，大学院生の就職等の充実・強

化を図る支援組織を構築する。 

平成 21 年度は，就職委員会の下において，総合教育センターの「キャリア形成支援

部門」と就職室が協働して，引き続き既存のプロジェクト(首都圏就職サポート企画，

キャリアデザイン講座，キャリアガイダンス開発)の更なる充実と就職支援体制の強化

を図るとともに，これらの取組の効果について検証するため，大学院生アンケート調

査等を行い，その結果を全学に提示する。 

 

③教育の成果・効果の検証に関する具体的方策 

015) 修了生による大学教育評価をアンケート等により総合人間自然科学研究科の責任にお

いて実施する。 

・総合人間自然科学研究科で，前年度に実施したアンケート調査結果を分析し，教育改
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善に反映させる。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科において，引き続き修了予定者アンケート

を実施し，調査結果を分析するとともに，その結果を全学に提示する。併せて，既修

了生からのアンケート調査等についても段階的に取り組んでいく。 

また，大学院改組による効果を検証することで，今後の教育改善に反映させる。 

 
016) 学位論文の発表会等を一般に公開し社会的評価を受けるシステムを構築する。 

・学位審査の公開性を確保するため，修士論文や博士論文の公聴会は近隣大学の研究者

にも開放し，評価判定に他大学が参加して，評価・判定の公正性と研究レベルの向上

を図る。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科において，引き続き学位論文の発表会に学

外者を交えて実施するとともに，学位審査の公開性を確保し，評価・判定についてア

ンケート調査等を行う。 

なお，調査結果は今後の改善に資するための「社会的評価」として取りまとめ，そ

の実状を全学に提示する。 

 

017) 修了生に対する社会の評価による教育改善システムを，総合人間自然科学研究科各専

攻が中核となり実施する。このため，教員が原則として２年に１度は修了生のいる企業

等を訪問し，人事担当者等との面談を行い，調査する。報告は全学でまとめ，各部局に

その結果をフィードバックし，教育の成果を検証し，改善を図る。 

・教育成果の検証の精度を高めるため，総合人間自然科学研究科各専攻が中心となって

修了生のいる企業等を訪問し，人事担当者等との面談等を行い，社会の評価による教

育改善システムを構築する。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻において，引き続き修了生のいる企

業等を訪問し，人事担当者等との企業面談を実施する。 

総合教育センターの「キャリア形成支援部門」は，社会人教育支援経費（再チャレ

ンジ支援プログラム）を活用し，修了生等による大学院教育に対する意見収集を行う。 

また，就職委員会は，企業訪問などで行った各学部の聴き取り調査の結果を取りま

とめた報告書を引き続き作成し，その実状を全学に提示する。 
 

 

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

（ⅰ）学士課程の教育内容等に関する目標を達成するための措置 

①アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策 

018) 各学部のアドミッション・ポリシー，教育目標，選抜方法を検討するため，全学組織

を再構築する。各学部のアドミッション・ポリシー，教育目標，選抜方法を各種の情報

伝達手段，大学のホームページ，大学案内，各種の進学説明会への参加，オープンキャ

ンパスの開催や大学１日公開等により公表する。 

・入試企画実施機構に課題ごとのプロジェクトチームを置き企画機能を強化する。プロ

ジェクトチームの統括のもと，各学部は進学説明会，大学体験授業，オープンキャン

パス，ホームページ，大学案内等を充実させ，これらの効果について精査し改善を図

る。 

平成 21 年度は，各学部において，進学説明会，大学体験授業，オープンキャンパス，

ホームページ等のあり方について，継続的に点検し改善する。 
また，学部の枠を超えた全学的連携による広報活動を実施することで，志願者の拡

大に繋げる。 
進学説明会については，入試広報のプロジェクトチームとして組織された入試広報

WG を中心とし，さらに効率的な学生募集活動を展開するため，特に高知県外における

志願者拡大の重点地域を設定し，県外においても可能な事業を実施する。 
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019) 各学部が策定したアドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜方法の開発・導入を

推進する。（センター試験の活用，面接・態度評価，小論文，AO入試，問題解決型適性

能力評価試験等） 

・各学部において，センター試験，推薦資格，面接・小論文，AO 入試，問題解決型適性

能力評価（KMSAT）等現在それぞれの学部で実施されている入試方法について検討し，

改善する。また，それぞれの学部のアドミッション・ポリシーに基づいた新たな入試

方法についても開発・導入する。 

平成 21 年度は，各学部において，一般選抜試験におけるセンター試験利用教科・科

目と個別学力検査等の科目・検査方法，推薦入試の推薦基準の見直し等について，継

続的に点検し，各学部が策定したアドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜方法

を改善する。 

 

020) 入学者の志望動機を詳しく調査・分析し，志願者の増加を図る。 

・各学部において志望動機も含めた志願者の動向調査と分析を行う。その結果を入試企

画実施機構が集約し学生募集戦略の基礎資料とし，志願者の増加を図る。 

平成 21 年度は，各学部において，各入試区分別に学生の他大学への併願状況と志望

動機との関連性，入学後の成績，特に卒業研究に取り組む態度や熱意，卒業論文の評

価結果を引き続き分析する。また，これら分析結果を集約し，入試企画実施機構にお

いて入試方法の改善に資するための検討を行い，学生募集戦略の基礎資料とし，これ

を活用することで志願者の増加に繋げる。 

 

021) 留学生センターを中心として，協定校間の学生交流を盛んにし，外国人学生の増加を

図るとともに，本学からの派遣学生の増加を図る。 

・総合教育センターの「修学・留学生支援部門」と各学部が協力して外国人学生の増加

を図るとともに，協定校への派遣学生の増加を図る。共通教育は「日本語・日本事

情」の充実を図る。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「修学・留学生支援部門」と人文学部が協働し

て「日本語・日本文化研修プログラム」を実施するとともに，協定校間の学生交流を

盛んにし，留学生受入れの増加に繋げる。 

また，留学生 30 万人計画に基づき，卒業生及び修了生のネットワーク作りと海外で

のリクルート活動に関する部門計画に基づいて，国際・地域連携センターや各学部等

と協力して，協定校間の学生交流の増加に繋げる。 

なお，これらの効果について検証するため，留学生アンケート等を行い，その結果

を全学に提示する。 

さらに，派遣留学生の増加を図るため大学独自の奨学金給付制度についての周知を

徹底する。 

 
022) 高大連携事業，出前授業，大学体験授業を充実し，志願者の増加を図る。 

・各学部は高大連携事業に取り組む一方，高知県内をはじめとして，積極的に出前授業

を行う。また，オープンキャンパスや大学１日公開等の際に，大学体験授業を企画・

実施する。これらの事業を通じて志願者の増加を図る。 

平成 21 年度は，高大連携事業，出前授業，大学公開，体験授業等を引き続き実施す

るとともに，サイエンス・パートナーシップ・プログラム事業（サイエンス・セミナ

ー）等や高知大学の各種事業への参加機会の拡充を行い，専門知識の取得，学習意欲

の向上等に貢献する。これらの事業を通じて中・高校生や一般市民に幅広く高知大学

の教育・研究を提供し，志願者の増加に繋げる。 

 

023) 地域共同研究センター，生涯学習教育研究センターが扱う地域産業界との共同研究事

業，講演会，公開講座等を通じて，社会人学生の増加を図る。 

・国際・地域連携センターの公開講座や共同研究事業等を通じて，リカレント教育の意
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義・システムについて周知し，社会人入学生の増加を図る。各学部は，それに協力す

る。 

平成 21 年度は，自治体・企業等との連携事業や講演会，公開講座，オープン・クラ

ス（公開授業）等を通じて，社会的なニーズに応えるとともに，積極的に地域へ出向

いての活動を行い，更なる社会人学生の増加に繋げる。 

 

024) 入学者選抜方法を踏まえた入学後における学生の動向の追跡調査を行う。 

・ピア・レビューによる医学部入学者の動態調査を総合教育センターの「入試部門」に

おいて先行的に行い，その経験・ノウハウ等を入試企画実施機構を通じて全学が共有

化し，各学部が追跡調査の実施・分析を実施する。 

平成 21 年度は，医学部医学科の全ての入学者について，引き続き２，４，６年次末

に，全履修科目成績の追跡調査及びピア・レビューによる態度・習慣領域調査を実施

することにより，入学者選抜の妥当性の検証に必要なデータを収集することで，入学

者選抜方法の改善に資する。 

また，緊急医師確保対策に基づく推薦入学Ⅱ（四国・瀬戸内地域枠）の入学者追跡

調査を行う。 

それらの効果について検証し結果を全学に提示する。 

 

②教育課程に関する具体的方策 

025) 各学部における共通教育の位置づけを明確にし，専門教育と共通教育の一貫性を重視

したカリキュラムを編成する。このため，大学教育創造センターが中心となり学生への

アンケート調査や，学生による授業評価の結果を参考にして不断の見直しを行う。(毎

年１回実施) 

・総合教育センターの「大学教育創造部門」を中心に共通教育委員会及び各学部を加え

て WG を立ち上げ，専門教育と共通教育の一貫性を重視したカリキュラムの編成につ

いて，学生へのアンケート調査や，学生による授業評価の結果を参考にして不断の見

直しを行う。 

平成 21 年度は，各学部における共通教育の位置づけを明確にし，専門教育と共通教

育の一貫性を重視したカリキュラムを編成し，実施する。 

総合教育センターの「大学教育創造部門」は，各学部，共通教育実施機構及び学生

委員会と協力して授業評価アンケート結果の分析を行い，その効果について検証し結

果を全学に提示する。 

 

026) 共通教育においては，日本語による表現力，プレゼンテーション能力，コミュニケー

ション能力，異文化理解能力，情報処理能力が身に付くカリキュラムを各学部の特性に

応じて設定する。 

・共通教育実施機構は上記能力を培うため，引き続き「日本語技法」，「英会話」，

「大学英語入門」，「情報処理Ⅰ」，「情報処理Ⅱ」及び「自律協働入門」を開講す

る。さらに，カリキュラム改革に向けての検討を始める。 

平成 21 年度は，共通教育実施機構において，前年度の共通教育カリキュラム改編に

伴い開講した初年次科目「大学基礎論」，「課題探求実践セミナー」におけるプレゼン

テーション能力，コミュニケーション能力の向上や，グループワーク（演習）など，

新たな授業方法の導入により，「学びの転換」，「能動的・主体的な学習方法」への転換

が図れているか，授業評価アンケート等による学生の評価を得て，改善策を取りまと

め全学に提示する。 

 

027) 授業科目を４つの教育科目群（基軸科目，教養科目，基礎科目及び専門科目）に区分

し，学部の特性を考慮して適正に配置する。また，専門教育においては，基礎科目，専

門科目内に，最低限修得すべき授業（コア科目）を各学部が設定し，確実な専門の学識

を付加価値として身に付けさせる。特に医学部においてはコアカリキュラムの中で共通
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教育と専門教育を有機的に結びつける。 

・各学部は，４つの教育科目群の適切な配置，単位数配分等を検討し，コア科目の設定，

コア・カリキュラムの点検等カリキュラムの改善を行う。 

平成 21 年度は，共通教育実施機構において，前年度の共通教育カリキュラム改編に

伴い開講した「初年次科目」，「教養科目」，「共通専門科目」の科目区分毎に授業評価

アンケートを実施するとともに「共通専門科目」については，学部の「専門科目」と

の履修状況との相関を調査し，カリキュラムの改善に繋げる。 

 

028) 地域社会や各種産業界からの要請に応じたキャリア教育を充実させる。このため，大

学教育創造センターが中心となり，各学部の特性に応じたキャリア教育システム（資格

取得教育コース等の設定を含む）を検討，設置する。 

・各学部は，キャリア開発教育の充実を図り学部カリキュラムを通じて取得できる資格

等を整理し，履修案内への記載・ガイダンス等によって周知を図る。さらに総合教育

センターの「大学教育創造部門」，「キャリア形成支援部門」が学内外と協力してキ

ャリア教育システムの開発を目指す。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「キャリア形成支援部門」において，就業に必

要な諸能力や資格取得支援，専門教育と連携した支援のため，共通教育の共通専門科

目である「キャリア形成支援科目」を企画・立案し，実施するとともに，各学部は，

キャリア開発教育の充実を図り学部カリキュラムを通じて取得できる資格等を整理し，

履修案内への記載やガイダンス等により周知徹底する。 

それらの効果について検証し結果を全学に提示する。 

 

029) 多様な学習歴・社会歴を持つ入学生に対応し，導入教育・補習教育を実施する。 

・共通教育においては「物理学の基礎」等自然科学系科目や「大学英語入門」等が実施

されているが，さらに各学部，共通教育委員会において導入教育・補習教育の充実を

図る。 

平成 21 年度は，共通教育実施機構において，前年度から大学導入教育として開講し

た初年次科目「大学基礎論」の授業評価アンケート等を実施し，この科目の目的であ

る「学びの転換」の検証・評価を行い，その結果を全学に提示する。 

 

030) 自分の専攻分野等を入学後に見つける学生に対して転学部，転学科が可能な教育課程

を工夫する。 

・各学部において転学部・転学科が可能な体制及び課程を構築し，そのシステムが機能

しているかどうかを全学的に点検する。 

平成 21 年度は，各学部において，転学部，転学科制度を利用した学生の追跡調査を

実施し，その効果について検証し結果を全学に提示するとともに，今後の検討資料と

する。 

 

031) 高度情報化社会に対応するために，パソコンを必携とした情報教育をより高度なもの

として実施し，専門教育における情報化・高度化に対応した授業を充実する。 

・学修環境の向上や IT の使用が急速に普及した高度情報化社会への対応等のため専門

教育においてもパソコンを有効に活用する知識創造社会対応型の情報処理教育を実施

する。 

平成 21 年度は，共通教育実施機構において，高度な初年次科目としての「情報処

理」を開講し，専門教育における情報化・高度化に対応した授業を実施するとともに，

その効果について検証するため，学生アンケート等を行い，その結果を全学に提示す

る。 
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③教育方法に関する具体的方策 

032) 授業科目ごとに授業の到達水準と成績評価基準をシラバスに明記し，学生に周知させ

る。同時に，担当教員は，大学教育創造センターを中心にしたFD活動を通じて，適切な

到達水準と成績評価基準設定並びに授業形態に関し，不断の見直しと改善を行う。 

・授業の到達水準と成績評価基準については，学生に周知させる手段である電子シラバ

スを充実させるとともに，総合教育センターの「大学教育創造部門」は，適切な到達

水準の設定・シラバスの作成・IT 利用・授業形態の改善等に関して FD 活動を実施す

る。 

平成 21 年度は，FD 活動を通じ，各学部及び共通教育実施機構において，成績評価

基準をシラバスへ明記し，学生に周知させる。 

また，教育・学事システム実施専門委員会は，共通教育実施機構，総合教育センタ

ーの「大学教育創造部門」，各学部学生委員会及び教務システム担当事務と協働して，

シラバスシステムの見直しと改善を行う。 

なお，これらの効果について検証するため，学生アンケート等を行い，その結果を

全学に提示する。 

 

033) 斬新な教育方法を構築し「特色ある大学教育支援プログラム」採択を目指す。 

・総合教育センターが中心となって，学士力確保と教育力向上プログラム等の教育に関

わる競争的資金の獲得を目指す。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「大学教育創造部門」において，学士力確保と

教育力向上プログラム等の教育に関わる競争的資金の獲得を目指す部局等に対し，引

き続き申請に係る支援や指導を行い，その申請結果等について検証し，全学に提示す

る。 

 

034) 授業担当教員が相互に参観する授業を活発に実施し，教育方法の改善を図る。 

・各学部・共通教育委員会は授業改善のための FD 活動の一環として授業の相互参観を

行うとともに，学部ごとにテーマを明確にしたモデル授業・研究授業・事後研究会等

を実施する。 

平成 21 年度は，共通教育実施機構及び各学部において，授業改善のための FD 活動

の一環として授業の相互参観を行い，学部ごとにテーマを明確にしたモデル授業・研

究授業・事後研究会等を引き続き実施し，教育方法の改善を図るとともに，教員の FD

活動の実施状況について調査，検証・評価を行い，改善策を取りまとめ全学に提示す

る。 

また，共通教育実施機構は，引き続き「共通教育学生委員会」を上記の諸活動と連

携させて学生参加型 FD 活動を行い，その効果を検証するため，学生アンケート等を行

い，その結果を全学に提示する。 

 

035) 大学が公認する学生の自立的学内外サポート組織（Students’Organization for 

Self-help and official Support， S･O･S）を支援・充実し，学生による相互学習を促

進する。 

・大学が公認する学生の自立的サポート組織（S･O･S）活動への学生の参加を促進し，

学生の自主的活動の評価方法を検討するとともに，大学に対する地域のニーズを取り

込み，社会において実践的な活動ができる学生を育成するためのプロジェクトを立ち

上げる。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「大学教育創造部門」において，引き続き学生

を対象にした「S･O･S 的活動企画(学生による学生のための支援企画)」の募集を行い，

活動支援を行うとともに，支援システムの改善も含め，更なる充実を図る。 

なお，これらの効果について検証するため，学生アンケート等を行い，その結果を

全学に提示する。 
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④成績評価に関する具体的方策 

036) シラバスに明記した到達水準と成績評価基準に従い，厳格な成績評価を行う。 

・各学部・共通教育委員会は，総合教育センターの「大学教育創造部門」の点検改善等

に協力して，シラバス及び成績評価基準の見直しと改善を行う。成績評価の度数分布

を作成する等の方法で公平な評価を目指す。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「大学教育創造部門」，共通教育実施機構及び

各学部学生委員会が協働してシラバス及び成績評価基準の見直しと改善を図るととも

に，その効果を検証するため，学生アンケート等を行い，その結果を全学に提示する。 

 

037) 学生自らの学習達成度を自覚させ，自主的な学習を促すため，フィードバック（答

案・レポートの返却，評価内容の通知，模範回答の提示等）を教員に義務付ける。 

・総合教育センターの「大学教育創造部門」を中心にフィードバックを円滑に行うため

のシステム（オンライン学習支援システムを利用したもの等）を構築し，フィードバ

ックを教員に義務化する。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「大学教育創造部門」において，フィードバッ

クに活用するためのオンライン学習支援システムの改善を行うとともに，オンライン

学習支援システムの利用に関する Tips 集を全教員に配布し，フィードバックを実施す

る。また，教員に義務付けたフィードバックの実施状況について調査し，検証・評価

を行い，改善策を取りまとめ全学に提示する。 

 

 

（ⅱ）大学院課程の教育内容等に関する目標を達成するための措置 

①アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策 

038) 総合人間自然科学研究科の教育目標，教育研究内容を大学のホームページ，大学院生

募集案内，大学案内，企業訪問等で広く公表・周知し，総合人間自然科学研究科の内容

を理解した入学志願者を集める。これにより，多様な学習歴や職業経験を有する学生の

入学を図り志願者倍率の増加を目指す。 

・総合人間自然科学研究科はその教育目標，教育研究内容をホームページ，大学院生募

集案内，大学案内，CD，ポスター，企業訪問等で広く公表・周知する。これにより，

多様な学習歴や職業経験を有する学生の入学を図り志願者の増加を目指す。また，教

育改善全般に関して点検を行い，改善に向けて不断の努力を行う。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻において，志願者倍率の増加を視野

にした教育研究内容を大学のホームページ，大学院生募集案内，大学案内，企業訪問

等で広く公表・周知について，継続的に点検し改善するとともに，その実状を分析し

全学に提示する。 

 

039) 社会人入学を促進するために，アドミッションセンターを中心に自治体や企業に広く

働きかけ，連携を強化する。 

・総合人間自然科学研究科は，社会人学生に必要な諸条件を整備するとともに総合教育

センターの「入試部門」と協力して自治体・企業との連携等の事業を通じて，社会人

学生の入学を促進する。総合人間自然科学研究科は教育改善全般に関して報告書を作

成し，その中で当該事項についても点検し，改善に向けて不断の努力を行う。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻が国際・地域連携センターと連携し，

企業人の研鑚の場として大学を活用してもらうよう民間企業等への広報を引き続き行

うことで，連携を強化するとともに，社会人学生の入学を促進する。 

 
040) 各学部・留学生センターが行なう学生交流や研究の国際交流等を通じて，アジア・太

平洋地域を始め世界の国々からの外国人留学生を増やす。 

・総合教育センターの「修学・留学生支援部門」は学生交流をより活発に行う。総合人

間自然科学研究科が開設した英語ホームページをさらに充実させ，日本語・日本文化
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特別コースの設置検討（人文研），特別コース充実等の措置を取り，外国人留学生を

増やす。総合人間自然科学研究科は教育改善全般に関して報告書を作成し，その中で

当該事項についても点検する。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「修学・留学生支援部門」において，国際・地

域連携センター，各学部等と協力して学生交流をより活発に行うとともに，卒業生及

び修了生のネットワーク，海外拠点を有効に活用し，協定校間の教育・研究活動を活

発化することによって，リクルート活動に積極的に取り組む。 

なお，これらの効果について検証するため，留学生アンケート等を行い，その結果

を全学に提示する。 

 

②教育課程編成に関する具体的方策 

041) 各専攻における中心的なカリキュラム（履修計画）を確立すると同時に，急速に発展

する学問の状況に応じ，カリキュラム編成を逐次見直す。(学生の自主的な企画を盛り

込む。) 

・総合人間自然科学研究科は，カリキュラム等について検討する WG 等を設置し，その

WG 等を中心として，カリキュラムの点検・見直しを行う。その際，修了生アンケート，

社会的評価，学生の希望等が基礎資料となる。総合人間自然科学研究科は教育改善全

般に関して報告書を作成し，その中で当該事項についても点検を行い，改善に向けて

不断の努力を行う。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻において，大学院改組後のカリキュ

ラムについて修了生アンケートを実施し，その分析結果を検証する。その結果を全学

に提示するとともに，なお一層の授業改善を行う。 

 

042) 大学院教育のレベルを保つために，学生に対して大学院授業と学部授業の相互乗り入

れを図る。 

・総合人間自然科学研究科・学部はカリキュラムの検討 WG 等を設置し，その WG 等のカ

リキュラム検討活動の一環として，大学院・学部を縦断する科目の設定を検討する。

必要な場合は学部での開講科目の組み替えも射程に入れる。総合人間自然科学研究科

は教育改善全般に関して報告書を作成し，その中で当該事項についても点検を行い，

改善に向けて不断の努力を行う。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻において，学士課程教育の改革及び

大学院改組に対応した学部・専攻を横断する科目の設定について引き続き検討し，次

年度からの実施に向けた素案を策定する。 

また，大学院改組後のカリキュラムでの教育効果について，授業評価アンケートを

実施し，その分析結果を全学に提示するとともに，次年度からの授業改善に繋げる。 

 

043) 境界領域や学際領域の学習・研究課題に取組めるよう総合人間自然科学研究科各専攻

を横断した履修が出来るカリキュラム編成を確立する。 

・総合人間自然科学研究科各専攻は自由科目の拡大等カリキュラムの改善を行う一方，

それぞれの専門の学問領域での教育を押し進める。さらに，社会的要請を踏まえて総

合人間自然科学研究科各専攻を横断したカリキュラムを検討する。また，総合人間自

然科学研究科各専攻に共通の科目の設置も総合人間自然科学研究科各専攻間で検討す

る。総合人間自然科学研究科は教育改善全般に関して報告書を作成し，その中で当該

事項についても点検を行い，改善に向けて不断の努力を行う。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻において，大学院改組に対応した横

断型カリキュラム（黒潮圏総合科学準専攻プログラム，副専攻プログラム，DC セミナ

ー）の充実を図るとともに，大学院・学部を縦断する新カリキュラムを構築する。 
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③授業形態・学習指導法等に関する具体的方策 

044) 従来の少人数の授業形態の特色を踏まえた教育方法及び指導方法を改善する。 

・総合人間自然科学研究科はその実情に応じて，特殊科目の設置，複数指導，セミナー

の開催等を通じて教育方法・指導方法を改善する。総合人間自然科学研究科は教育改

善全般に関して報告書を作成し，その中で当該事項についても点検を行い，改善に向

けて不断の努力を行う。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻において，横断型カリキュラム（黒

潮圏総合科学準専攻プログラム，副専攻プログラム，DC セミナー）の少人数教育につ

いて，教育方法や指導方法を評価し，それに基づいて授業形態を改善する。 

 

045) 最先端で活躍中の国内外研究者による大学院公開セミナーを開催し，学生にインパク

トのある教育指導を実施する。 

・総合人間自然科学研究科は最先端で活躍中の国内外研究者による大学院公開セミナー

を実施する。総合人間自然科学研究科は教育改善全般に関して報告書を作成し，その

中で当該事項についても点検し，改善に向けて不断の努力を行う。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻において，部局間合同研究発表会，

物部フォーラム，黒潮圏シンポジウム等の公開セミナーを引き続き開催し，大学院生

の参加を積極的に呼びかけ，参加者によるアンケート調査を随時実施し，その結果を

全学に提示するとともに，なお一層の大学院教育の改善を行う。 

 

046) 大学院教育についてのFD研修システムを構築し，授業方法等に関する改善を図る。 

・総合人間自然科学研究科は FD 担当の WG 等を設置し，そのもとに FD 活動を実施する。

総合人間自然科学研究科は教育改善全般に関して報告書を作成し，その中で当該事項

についても点検を行い，改善に向けて不断の努力を行う。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻において，引き続き FD 担当者が中

心となって FD 研修システムを構築し，多様な大学院 FD を行い，その結果を全学に提

示するとともに，なお一層の大学院教育の改善を行う。 
 

047) 社会人学生の就学を容易にするため，長期履修学生制度を推進する。 

・総合人間自然科学研究科は長期履修学生制度，昼夜開講，10 月入学等の拡充・導入を

検討し，可能なものから実施する。総合人間自然科学研究科は教育改善全般に関して

報告書を作成し，その中で当該事項についても点検を行い，改善に向けて不断の努力

を行う。昼夜開講は総合人間自然科学研究科（農学専攻を除く）において実施されて

いる。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻において，既に長期履修学生制度や

昼夜開講を導入している専攻は更なる充実を図るとともに，未実施の専攻は，その特

性を考慮しつつ，可能なものから即時実施する。 
 

④適切な成績評価の実施に関する具体的方策 

048) 各授業の到達水準をシラバスに明記し，それに応じた厳格な成績評価を行う。 

・総合人間自然科学研究科がシラバスの充実，到達水準の明示等の改善策の実施等を行

う。総合人間自然科学研究科は教育改善全般に関して報告書を作成し，その中で当該

事項についても点検を行い，改善に向けて不断の努力を行う。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻において，各授業の到達水準をシラ

バスに明記し，それに応じた厳格な成績評価を行う。 

この効果について検証するため，学生アンケート等を行い，その結果を全学に提示

する。 
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049) 各専攻に関連する分野の外部研究者を含む複数の教員による学位論文審査と最終試験

評価により厳正に成績評価をする。 

・総合人間自然科学研究科は，複数教員による論文審査の導入・充実により，論文審査

の公明性の確保を図る。総合人間自然科学研究科は教育改善全般に関して報告書を作

成し，その中で当該事項についても点検を行い，改善に向けて不断の努力を行う。 

平成 21 年度は，総合人間自然科学研究科各専攻において，より一層の論文審査の公

明性の確保を図り，広報活動等の充実に努めるとともに，「社会的評価」を受けるため

に外部研究者からのアンケート等を行い，それらの結果を今後の改善に資するために

取りまとめ，その実状を全学に提示する。 

また，黒潮圏総合科学準専攻プログラムや副専攻プログラムの実施を踏まえ，分野

横断型研究における論文審査の検討・改善を行うとともに，判定基準の明文化を行う。 

 

 

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

①教員組織の編成に関する具体的方策 

050) 教養教育である共通教育の授業は全学出動体制で行う。 

・共通教育委員会と各部局等が協議し全学出動体制のもとで共通教育を実施する。さら

に新たなカリキュラムの検討と平行して新しい全学実施体制の構築を検討する。 

平成 21 年度は，学士課程教育をさらに充実するべく共通教育実施機構と各学部等が

協議し，全学実施体制で行う。 

 

051) 学部及び全国・学内共同教育研究施設に所属する教員は，教育課程編成方針に基づい

て各教育科目を担当する責務を負う。 

・各学部の教育目的・目標の実現を図るために必要な教育体制・授業実施体制を整備す

る。全国・学内共同教育研究施設所属教員の授業担当は，当該施設が各学部・共通教

育委員会と協議して決定する。 

平成 21 年度は，各学部の教育目的・目標の実現を図るために必要な教育体制・授業

実施体制を確立する。 

また，全国・学内共同教育研究施設所属教員は，授業担当基準に基づいて共通教育

の授業を引き続き担当する。 
 

052) 男女共同参画や異文化・国際交流等を担う人材を確保し，性別，国籍に配慮した教員

の人的構成を目指す。 

平成21年度は，各学部等において，引き続き性別，国籍，文化的背景の多様性に配

慮し，教員の人的構成を踏まえた人材確保を行う。 
 

053) 全学的な教育の企画・実施・評価を推進する体制を整備する。このため，教員が定年

等により退職した場合には，各部局の教員配置状況を勘案しつつ，全学的な将来構想，

計画に基づいて斬新な配置を学長の主導のもとに実施する。 

・全学的な教育の企画・実施・評価を推進する体制を整備し，将来構想に基づく教員配

置を実施する。 

平成 21 年度は，「教員組織の在り方」及び「総人件費削減計画」との整合性を図り

ながら，教員組織の制度を充実させるとともに，全学的な将来構想に基づく教員配置

を実施する。 

 

054) 長期の勤務の後，退職した教員の能力を生かすために，エルダープロフェッサーセン

ターを設置し，教育研究業務への参画を図る。 

・退職教員（名誉教授等）が非常勤講師，FD 講師，チューター等として教育に参加する

窓口となるエルダープロフェッサーセンターを設置する。 

平成 21 年度は，エルダープロフェッサーの能力を活用するため，教育・研究・地域
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連携活動を中心とする大学の諸活動への参画について，現職教員とのパワーバランス

に配慮しつつ推進する。 

さらに農学部では，エルダープロフェッサーによる科研費申請書の事前チェック作

業などに参画させる。 

 

②教育環境の整備に関する具体的方策 

055) 全学的な建物の見直しを行い，効果的な教育研究が実現できるよう施設の整備，充実

を図るとともに，学部の壁をこえて効率的に施設を運用する。 

・全学的な建物の見直しを行う施設マネジメント検討ワーキングを設置し，施設の整

備・充実・有効利用計画を策定する。各学部は，それを踏まえ学部・学科・専攻を超

えた図書・設備・施設の共同利用体制を確立する。 

平成 21 年度は，施設整備・施設利用計画等 WG において，前年度までに実施した活

動結果に基づき，共同利用の推進を図れる有効利用計画を策定する。 
また，総合研究棟（非実験系・実験系）を効率的・効果的に運用するとともに，物

部キャンパスについても，学部の壁を越えた効率的な施設運用計画を策定する。 
 

056) 分散した３キャンパス間での教育を効率的に実施するため，遠隔講義システムを充実

する。 

・各学部において遠隔講義システムの有効な利用方法について検討し，活用する。 

平成 21 年度は，各学部及び共通教育実施機構において，学士課程改組の新しい授業

科目について，引き続き学部横断型授業が可能かどうか他学部学生のニーズを把握し，

可能な授業科目については遠隔講義システムを活用し実施する。 
 
057) 学生用自学自習室の設置，図書館及び学術情報処理センターの機能を充実させ，自学

自習のための環境を整備する。 

・各学部，メディアの森は学生の自習スペース，グループ活動拠点の確保・整備を進め

る。全学の施設の利用については施設マネジメント検討ワーキングで検討する。 

平成 21 年度は，総合研究棟（非実験系）に整備された学生用自学自習室を効率的・

効果的に運用するとともに，物部・岡豊キャンパスの自学自習室について検討を行い，

整備計画等を策定する。 

また，「e-キャンパス」について，総合情報センター（図書館）を効率的に運用する。 

 

058) 学生の健康管理支援のための保健管理センターの活動を一層充実させる。 

平成 21 年度は，保健管理センターにおいて，物部キャンパスにおける活動を強化す

るとともに，カウンセリングの充実，メンタルヘルスの啓発，食生活チェック及び栄

養指導を総括することにより充実した学生への健康管理・学修生活支援を行う。 

 

059) 実験実習の安全性を定期的に点検し，施設・設備の整備と充実を図る。 

・各学部はその実情に即して，労働安全衛生法に基づく施設整備の検討，WG 等の設置，

手引きの作成等の事業を実施する。全学的な観点から施設マネジメント検討ワーキン

グが施設・設備の整備・充実を行う。 

平成 21 年度は，前年度に実施した施設パトロールの結果に基づき，計画的な整備を

行う。また，引き続き労働安全衛生法に基づく点検を含めた施設パトロールを実施す

る。 

 

060) 「e-キャンパス」構想に基づいた情報ネットワーク等の整備と活用を行う。（シラバ

スの情報ネット公開。情報ネットを通じての教材の配布。情報ネット利用の自学自習シ

ステムの確立等） 

・情報ネットワークを介して学生・教員が双方向的にやりとりすることを可能とするシ

ステムを目指して，全学において情報ネットワークを整備する。各学部はオンライン
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学習支援システム，e-learning システム，Web 教材の開発等を進める。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「大学教育創造部門」において，引き続きオン

ライン学習支援システム利用に関する tips 集を作成し，全学教員に配布する。 

 

③教育の質の向上及び改善のためのシステムに関する具体的方策 

061) 採用時において，教育能力に関する審査を導入する。 

平成 21 年度は，各学部等において，教員の採用時に教育能力に関する審査を実施す

る。 

 

062) 本学の教員として採用後１年間の体系的な初期研修制度を確立し，実施する。 

・総合教育センターの「大学教育創造部門」と各学部が共同で有効な初期研修システム

を開発し実施する。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「大学教育創造部門」において，大学間連携支

援事業「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」の FD 事業による新任教員研修プ

ログラムを活用し実施する。 

また，医学部では，教授方法の改善を目指す FD として，引き続き「医学教育ワーク

ショップ」を実施する。 

 

063) 教員の教育能力の向上を目指して，学生による授業評価システムの確立と優秀な教員

の顕彰・処遇システムを設ける。また，評価結果の迅速かつ有効なフィードバックシス

テム（定期的な研修会）を作る。 

・優秀な教員の顕彰制度（「教育奨励賞」の表彰）を設ける。「教育」を重視する観点

から教員の教育能力を処遇に反映させるシステムを構築する。また，総合教育センタ

ーの「大学教育創造部門」は，学生による授業評価・フィードバックに関するシステ

ムを開発する。 

平成 21 年度は，教育担当理事の下，教員顕彰制度「教育奨励賞」を引き続き推進す

る。 

また，総合教育センターの「大学教育創造部門」は，学生委員会と協力し，評価結

果の迅速かつ有効なシステムの構築に向け改善を行う。 

さらに，「第１期高知大学教育力向上３ヵ年計画」（平成 20 年度～平成 22 年度）に

基づき，教育力向上に関する PDCA（plan，do，check，act）サイクルを全学的に構築

する。 

 

064) 全学の教育システムの創造，教育能力や教育技法の開発・改善のため，FDや研究を大

学教育創造センターが中心となり計画的に実施する。 

・総合教育センターの「大学教育創造部門」及び各学部は，教育システムの創造，教育

能力や教育技法の開発・改善等の FD 活動を積極的に実施する。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「大学教育創造部門」において，大学間連携支

援事業「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」の FD 事業による教育能力や教育

技法に関するプログラムを試行・実施し，各学部・部局と連携して FD に関する取組み

の質的向上を図り，その公開の場として全学 FD フォーラムを実施する。 

 

065) 放送大学，独立行政法人海洋研究開発機構，独立行政法人水産総合研究センター，地

域の試験研究機関（高知県立牧野植物園，高知県海洋深層水研究所等）との交流をより

密にし，連携講座制度や公開授業制度を活用して教育の質の向上を図る。 

・各学部は独立行政法人海洋研究開発機構，独立行政法人水産総合研究センター，地域

の試験研究機関（高知県立牧野植物園，高知県海洋深層水研究所等）との連携を強化

する。また，県内の高等教育機関との単位互換を推進するなど交流をより密にする。 

平成 21 年度は，各学部等において，各関係機関との意見交換等の実施及び連携コー

ス（講座）の充実により，なお一層の連携強化を行う。 
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（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

①学習に係る施設を整備し利便性を図る。 

066) 図書館や学術情報処理センターの夜間，休日における利用方法を改善する。このため，

セキュリティーを考慮した，カードシステム，管理システムを順次設置する。 

・平成 12 年 4 月に開館した図書館及び学術情報処理センターが入居する“メディアの

森”は，開館当初から学生の利用環境の向上を目指し，学生による夜間開放スタッフ

の導入等によって平日の夜間開放（午後８時閉館）や休日の開館も実現してきたが，

これらの成果をさらに発展させ，セキュリティーを考慮した，カードシステム，管理

システムを順次設置すること等を通して，図書館や学術情報処理センターの夜間，休

日における利用方法を改善する。今後は，日別・週別・年間のノートパソコン利用状

況の分析結果より，学生による地域活性支援や実践教育の場として，管理効率化を考

慮した情報機器の配置とその活用のための支援を実施する。 

平成 21 年度は，前年度に実施したノートパソコン利用傾向の分析結果に基づき，教

育用パソコン，マルチメディアパソコン，情報検索用パソコンを更新・再配置し，利

用環境を改善し，利用のための支援を実施する。 

また，学生による地域活動等の支援や自主活動の成果公開の支援を実施する。 

 

067) 全学的に利用効率の悪い教室や研究室を整理し，自学自習室等の教育施設環境を充実

する。 

平成 21 年度は，前年度に行った利用効率の低い教室や研究室の全学的な再編整理の

検討結果に基づき，全学共用を考慮した教育施設の環境を充実させる。 
 

068) アドバイザー教員制度を見直し，実効ある学習指導ができるように年間業務を規定し，

実施する。 

・実効ある学習指導ができるように年間業務を規定する等も含めたアドバイザー教員制

度の見直しを実施する。 

平成 21 年度は，事務局（学務課・学生支援課）において，保健管理センターと連携

を取りながら１学期成績修得単位数 10 単位以下の１年生について，引き続き修学面及

びメンタル面等の指導・助言を行う。 

また，総合教育センターの「修学・留学生支援部門」において，アドバイザー教員

の担当実施状況を点検し，教員のファシリテーション能力の修得に向けたシステムを

構築する。 

 

069) 大学院生の研究環境を保証するため，共同利用スペースを確保する。 

平成 21 年度は，前年度に行った利用効率の低い教室や研究室の全学的な再編整理の

検討結果に基づき，共同利用を考慮した大学院生の研究施設を充実させる。 
 

070) 留学生センターの人的，施設的充実を図り，留学生の日本語教育，日本での生活指導

に成果を出す。 

・平成 15 年度に新設された留学生センターは，留学生支援の充実を図るため専任教員

の採用及び既存の学内施設を活用した留学生の「学び環境」の整備を図ってきた。よ

り充実した留学生支援を行うには，留学生センターの人的・物的支援が不可欠である

ため，今後は一層の留学生センターの人的，施設的充実を図り，留学生の日本語教育，

日本での生活指導に成果を出す。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「修学・留学生支援部門」において，経済産業

省委託事業『「アジア人財資金構想」高度実践留学生育成事業』プログラムの自立化を

目指し，ビジネス日本語等の充実を図り，大学内及び地域社会と連携した就職支援シ

ステムを構築する。 
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また，引き続き，チューター説明会，チューター業務実績簿等を利用して，日本語

教育，日本での生活指導に活用しているチューターの質の向上を図り，生活指導等の

成果を出す。 

 

②生活に係る施設，設備や制度を充実させる。 

071) アドバイザー教員制度を学生の生活支援の立場から見直し，学生の生活環境の改善を

図る。 

・アドバイザー教員制度を 21 世紀で求められる人材能力形成と結びついた学生の生活

支援の立場から見直し，学生の生活環境の改善を図る。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「修学・留学生支援部門」と全学教育機構が中

心となって，学生を支援する教職員のレベルアップを図り，学生の生活環境の改善に

繋げる。 

 

072) 経済的に苦しい学生の生活環境の改善，また自主的学習の実を挙げるため，寄宿舎の

計画的な整備に努める。 

・寄宿舎の整備は，経済的に苦しい学生の生活環境の改善，また自主的学習の実を挙げ

るためのみならず，交換留学生の生活支援の面からも極めて重要であるので，この要

素を取り入れた在り方を目指す。 

平成 21 年度は，継続して寮代表者等との情報交換を行い，生活環境の改善に向け，

順次寄宿舎の整備を行う。 
 

073) 入学料・授業料免除の充実を図る。 

経済的支援が必要な学生には授業補助，クラスリーダー，学習チューター等の制度化

を図り，決められた時間数，職務を担当させ経済的支援を行う。 

・学習の質の向上を担保するため，経済的に苦しい学生を対象とした入学料や授業料免

除等の経済的支援を図りつつ，一般学生へのピアサポートの仕組み（授業補助，クラ

スリーダー，学習チューター等の支援を決められた時間数を担当することを制度化す

る等）を通して，免除を受けた学生自身の能力養成とこれらを連携させる制度の確立

を目指す。 

平成 21 年度からの実施が承認された新たな授業料免除制度である「大学院学業等成

績優秀者免除制度」について，各専攻における選考基準などを制度化し,本年度２学期

から実施する。 

 

074) 障害のある学生の円滑な受け入れ及び障害のある学生の使用に配慮した施設の整備を

図る。 

・本学では，これまでに入学後病気の進行によって全盲となった学生の復学や重度の四

肢不自由者の入学等が生じた際，彼らのスムーズな勉学環境の確保のための整備をそ

の都度行ってきた。これまでの成果を踏まえ，障害のある学生の円滑な受け入れ及び

障害のある学生の使用に配慮した施設の整備を図る。 

平成 21 年度は，前年度の耐震工事による改修に伴って整備された施設も含め，学内

各施設の身体障害学生への対応状況を再点検し，整備するとともに，身体障害学生が

所属する各部局の支援チームと保健管理センター及び学生相談窓口との連携により，

問題を抱える学生の把握と支援を行う。 

 

③就職支援・進路指導の充実を図る。 

075) 就職部門の改組，充実により就職支援・進路指導を強化する。 

・就業意識の形成支援に加え「学びの動機づけ」にも対応した支援が可能となる就職部

門の改組，充実を図る。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「キャリア形成支援部門」において，大学及び

企業等と連携を図り，様々な資源を共同利用して，コラボレーション型就職支援を引
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き続き実施・強化する。 
 

076) インターンシップによる実践教育を推進する。 

・低学年次からのインターンシップを重視しながら，実践教育を推進する。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「キャリア形成支援部門」と各学部は協働して

実践教育の支援や実践環境の充実を図るため，インターンシップガイダンス等を行う。 
 

077) 就職ガイダンス，就職試験対策，就職相談等の充実を図る。 

・近年企業は，これまでの「学歴」重視の採用から，21 世紀の知識創造社会で活躍でき

る人材の確保のため，大学での学び方等を見る「学習歴」重視採用へと転換しつつあ

る社会の動向に対応した就職ガイダンス，就職試験対策，就職相談等の充実を図る。 

平成 21 年度は，就職室において，相談体制を強化し，総合教育センターの「キャリ

ア形成支援部門」と協働することで，キャリア形成支援関連プロジェクトの見直しを

行い，変動する社会情勢に適したガイダンス及び就職試験対策の見直し等，充実した

就職支援を行う。 

 

④課外活動を積極的に支援し，活性化させる。 

078) 課外活動施設の整備や他団体との連携強化を図る。 

・学生の自主的な課外活動を保障するための施設の整備に努める。地域の各種団体（文

化・スポーツ等）との連携を通じて，課外活動の活性化を図るとともに地域の文化・

スポーツの振興に寄与する。こうした，地域の各種団体との係わりを通じて学生の社

会的素養の修得や自立を促進する。 

平成 21 年度は，前年度に引き続き，全学教育機構の下，課外活動施設の整備・充実

を行う。 

また，各サークルから発信された情報（ボランティア活動等）を地域の各種団体に

提供することにより，地域との関わりを持つことで学生の社会的素養の修得を促進す

る。 

 
079) リーダーシップセミナーの実施や安全対策マニュアルの作成等により，安全対策を徹

底する。 

・実態に則したリーダーシップセミナーの実施や安全対策マニュアルの作成等により，

安全対策を徹底する。 

平成 21 年度は，学生支援課において,定期的に安全講習会を開催し，安全対策を徹

底する。 

また，クラブ活動賠償責任保険，学生傷害保険等の更なる加入と各活動に適した保

険への加入を促す。 

 

080) 他大学や学外のボランティア団体との連携を強化する。ボランティア活動，課外活動

等で目覚しい功績を挙げた学生の顕彰制度を拡充する。これにより，正課外活動による

学生の人間的成長や自立を促す。 

・他大学や学外のボランティア団体との連携を強化・ネットワーク化することを通して

学生のボランティア活動，課外活動等を奨励し，かつ目覚しい功績を挙げた学生の顕

彰制度を拡充すること等によって学生の人間的成長や自立の促進を目指す。具体例と

して，島根・山口・愛媛・高知４大学間学生交流自主的・実践的研究プロジェクトへ

の応募促進，競技を通して学生交流・連携強化を図り，人間的成熟に資するため，四

国大学総合体育大会・西日本医科学生総合体育大会への参加を積極的支援する。 

平成 21 年度は，学生支援課において，他大学等の外部団体との連携状況を常時把握

し，実態に即した適切な支援に努めるとともに，積極的にサークルの活動状況を発信

し，外部団体との連携を促進する。 

なお，引き続き，島根・山口・愛媛・高知４大学間学生交流自主的・実践的研究プ
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ロジェクトを実施し，学生交流・連携強化を継続する。 
 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

①目指すべき研究の方向性 

081) 国際的水準の研究拠点の構築に直結した研究の推進を目指す。 

(1)理学部，医学部，総合人間自然科学研究科，海洋コア総合研究センター，総合研究

センターの「海洋部門（海洋生物研究教育施設）」及び独立行政法人海洋研究開発機

構が連携し，｢海洋｣に関するプロジェクト研究を推進する。 

(2)総合人間自然科学研究科が中心となって，生命，環境に対する総合的な生命科学研

究体制を構築し，その中でリサイクル，新物質（バイオポリマー等），新素材の創生

等の研究を合わせて行う。 

(3)総合人間自然科学研究科においては，健全なヒューマンライフサイクルのために不

可欠な安全で安定した食糧生産と健全な地球環境保全・創出を目指したフィールドサ

イエンスに特化した研究プロジェクトを構築する。 

(4)増加する現代病，難病に対する先進医療の開発に結びつく探求的臨床研究

（Translational Research）を引き続き推進する。 

(5)海洋コア全国共同利用者との研究協力体制のもとにコアを用いた地球環境変動に係

る研究を継続する。 

平成21年度は，学部横断型研究プロジェクトチームが推進してきたこれまでの研究

成果を再点検・評価し，研究課題は，前年度の実績を加味して決定するとともに，一

部は公募し決定する。 

なお，「研究拠点」として下記のプロジェクト研究は完遂に向けたフェーズとする。 

(1)｢海洋｣に関するプロジェクト研究 

(2)生命，環境に対する総合的な生命科学研究【リサイクル，新物質（バイオポリマ

ー等），新素材の創成等】 

(3)健全なヒューマンライフサイクルのために不可欠な安全で安定した食糧生産と健

全な地球環境保全・創出を目指したフィールドサイエンスに特化した研究プロジェ

クトの構築（環境保全型食糧生産システムの構築） 

(4)増加する現代病，難病に対する先進医療の開発に結びつく探求的臨床研究

（Translational Research） 

(5)コアを用いた地球環境変動に係る研究 

 

082) 21世紀COEＥプログラムの採択を目指し，部局を横断する研究プロジェクト体制を構築

する。 

・海洋を中心として「資源」，「防災」，「環境」，「物質」，「新素材」，「生命」，

「情報」等を課題とする研究プロジェクトを部局を横断して実施する。 

平成 21 年度は，引き続き「海洋生物研究」，「バイオ・先端医療」，「海洋コア研究」，

「環食同源」の研究プロジェクトを推進するとともに，グローバル COE プログラム申

請課題への対応として，新たに学部横断型研究プロジェクトの成果を基礎としつつ総

合人間自然科学研究科，海洋コア総合研究センター，総合研究センター，医学情報セ

ンターとの連携協力関係を軸に下記の課題の採択を目指す。 

(1)医学部で開発された『総合医療情報システム（IMIS）にこれまで蓄積してきた医療

データを活用する「情報医療学（人の健康を大規模電子化医療情報の基盤の上に理

解することにより，病態推移予測や疾患因子発見などを実現し，疾病に対する後追

いの医療ではない，予見性を扱う医療のための学術領域と定義される。）」の創成及

び推進の教育研究拠点』の形成。 

(2)本学が所有する海洋科学研究者と海洋科学研究の研究基盤，異種研究領域の有用な

人材を結集した教育研究拠点を組織し，①海洋マイクロバイオマス利活用技術の先
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導的・分野融合的研究の推進②協力機関と連携した世界に通用する若手研究者の育

成を目的とした「海洋微生物利活用の新展開」の構築。 

 

083) 地域社会の要請に応え，産業界等と連携した研究を知的財産本部を中心として推進す

る。 

・理学部と独立行政法人海洋研究開発機構及び高知県立牧野植物園との交流を一層深め，

共同研究の実績をあげる。 

平成 21 年度は，独立行政法人海洋研究開発機構との連携大学院を継続するとともに，

引き続き共同研究を推進する。特に共同研究においては，我が国の地球深部探査船

「ちきゅう」が紀伊半島沖で東南海～南海地震発生域の掘削を目指して本格稼働に入

っており，掘削計画に関連した研究テーマも取り込んだ共同研究を推進する。 

また，高知県立牧野植物園との共同事業についてもより一層の活性化を推進する。 

・探求的臨床研究（Translational Research）を目指した重点研究を産学連携のもとで

推進する。地域の医療機関と共同で老化，環境，感染，腫瘍に関し，研究を実施する。 

平成 21 年度は，引き続き部局横断型研究プロジェクトにおいて，探求的臨床研究

（Translational Research）を含む複数課題について重点研究を推進し，更なる発展

を図る。 

また，南国市岡豊町小蓮地区や南国市との健康に関する地域連携活動を継続する

ことで，更なる連携強化を図る。 

・地域連携推進本部，国際・地域連携センターさらには各学部の地域交流企画推進委員

会等と相互に協力し，高知県及び地域民間企業との共同研究の拡大と進化を図る。 

平成 21 年度は，自治体・企業等の連携事業及びプロジェクト事業を推進する。特に

高知県産業振興計画に基づく地域の活性化と資源を活かした各種プロジェクトを推進

するとともに，産官学連携（共同研究等）の拡大と進化を図る。 

・近海及び河川に棲息する魚類・藻類の生態・成育に関する研究を各県・市あるいは企

業と連携して行う。 

平成 21 年度は，引き続き各県・市及び企業等と連携し，共同研究等を推進する。 

・知的財産本部を設置し，学内の知的財産を管理するとともに学外に公開し，県・市・

町・村あるいは企業，他大学との共同研究の推進を図る。 

平成 21 年度は，引き続き国際・地域連携センターの「知的財産部門」を中心に知的

財産の創出を積極的に推進するとともに，ホームページを通して学内外への公開（情

報発信）を行う。 

 

084) 研究環境を整備し，教員・大学院生（博士課程）の国際的研究を推進する。 

・特化したフィールドサイエンス（環食同源，黒潮圏文化）の推進を図る。 

平成 21 年度は，これまでに推進してきた研究活動を再点検・評価を行い，引き続き

研究プロジェクトを推進し，当該研究の国際化に繋げる。 

特に，東南アジア諸国の大学と連携し，引き続きフィールド・アグリカルチャー研

究を推進する。 

・研究者（教員及び大学院生）が積極的に国際学会へ参加できる研究を活性化するとと

もに，大学院生が積極的に国際学会へ参加できる環境を整備する。 

平成 21 年度は，引き続き研究顕彰制度の充実を図るとともに，国際交流基金を活用

し，研究者（教員及び大学院生）の海外派遣事業に対する助成を行うことで，研究発

表を通じた研究の活性化に繋げる。 

 

085) 総合人間自然科学研究科の中で，「環境，物質，生命」に関わる研究者が協力し，

「バイオマテリアル，ファンクショナルマテリアル」創生を目指した研究プロジェクト

を構築し，研究体制を強化する。 

・総合人間自然科学研究科は，研究課題の重点化を図り，環境，バイオマテリアル，フ

ァンクショナルマテリアル，生命に関わる研究を推進する研究プロジェクトの構築と
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研究体制を整備・強化する。 

平成 21 年度は，引き続き領域横断的研究教育ネットワークの推進を図り，革新的な

環境調和型物質変換プロセスの構築，その応用としての画期的なファンクショナルマ

テリアル／バイオマテリアルの創成を目指した研究体制を維持・強化する。 

 

086) 大学として重点的に取り組む研究概要 

＜海洋を極とした研究を横断的に行う＞ 

イ．全国共同利用施設として「海洋コア総合研究センター」を開放し，年間４～５件の

共同研究を採択することで，世界レベルの研究を推進する。 

・海洋コア総合研究センターの全国共同利用制度を活用し，他大学及び研究機関との間

で共同研究を立ち上げ，海洋コア総合研究センターの施設・設備を生かした共同研究

を推進する。 

平成 21 年度は，全国共同利用研究拠点として，国内学会コミュニティーの意向をよ

り一層反映させた共同研究体制の整備に努める。併せて，アジアの主要研究機関との

国際的な連携を強め，世界をリードする海洋コア研究拠点を目指す。 

 

ロ．海洋コア総合研究センターを中心として，海底・陸上掘削コアを対象とした地球環

境変動，地球ダイナミクス及び地下圏微生物研究に対する基礎研究を主要な研究テ

ーマとする。また，その運営は，独立行政法人海洋研究開発機構と共同して行う。 

・海洋コアを用いたメタンハイドレートや地下圏微生物の研究等を大型プロジェクトと

して位置づけ，基礎から応用研究を推進する。 

平成 21 年度は，統合国際掘削計画（IODP）の活動が本格化に対応し，IODP 乗船研

究者の利便性を考慮した共同研究体制の改善を図る。同時に，これらの成果を社会に

発信し，地球環境に対する理解と啓蒙を図るアウトリサーチ活動も強化する。 

 

ハ．海洋コア総合研究センターを中心とした全国レベルのシンポジウムを毎年開催する。

さらに，研究センターの教員は国際発表を必ず行い，毎年論文を国際誌に発表する。 

平成21年度は，これまでに引き続き，全国共同利用研究成果報告会，各種ワークシ

ョップ，国際シンポジウムなどを開催する。特に，研究成果報告会は，首都圏地区で

の開催を継続し，全国共同利用施設としての活動と成果の広報周知に努める。 
 

ニ．海洋コア総合研究センター，海洋生物教育研究センター，遺伝子実験施設，総合人

間自然科学研究科及び各学部の教員が協力し，「海洋」に関わる共同研究プロジェ

クトを立ち上げ，研究を推進する。 

・「海洋」に関する研究テーマを各学部及び総合人間自然科学研究科から募集し，それ

をもとに，共同研究プロジェクトを立ち上げ，研究を推進する。 

平成 21 年度は，これまでに推進してきた｢海洋｣に関する研究成果の再点検・評価を

行い，引き続き「海洋生物研究プロジェクト」チーム及び「コア研究プロジェクト」

チームの研究を部局横断的に推進する。さらに研究課題の一部については公募により

決定する。 

一方で，前年度に設けた小課題による基礎研究に加え，応用・学際研究の進化を図

る。 

 

ホ．高齢者の感染症・循環器病・癌に対する先進医療の開拓を行う。 

・高齢化社会の進行を考慮し，感染症，循環器病，癌，アレルギー疾患に対する先進医

療の開発を主軸に研究を推進する。 

平成 21 年度は，下記の事項を推進する。 

(1)「バイオ・先端医療プロジェクト」チームによる，探求的臨床研究

(Translational Research)の複数課題を引き続き推進し，先端医療の開拓に繋げ

る。 



 - 22 - 

また，本学が開発した酵素標的・増感放射線治療法 KORTUC(Kochi Oxydol・

Radiation Therapy for Unresectable Carcinoma)の悪性腫瘍に対する治療有効性

の検証，科学的根拠の確立及び応用に繋げる。 

(2)都道府県がん診療連携拠点病院としての先進的がん診療推進・地域支援に資する

研究を引き続き推進発展させる。 

(3)PET センターにおける診療を通じて，引き続き癌の早期診断・予防に資する研究

を推進する。 

 

ヘ．自然，文化等の地域特性を生かした「フィールドサイエンス」に関わる研究者が協

力し，環境と人類社会の調和をテーマにした高知大学の独自性をもった研究プロジ

ェクトを立ち上げ，国際水準の研究を推進する。 

・健全なヒューマンライフサイクルを行う上で不可欠な環境の保全・創出と安全な食糧

生産に関わる研究組織を構築し，「環食同源」をキーワードとしたフィールドサイエ

ンスに特化した研究の重点化を図る。 

平成 21 年度は，学部横断型プロジェクトである「環食同源プロジェクト」チームに

おいて，引き続き「環境保全型食糧生産システムの構築」をメインテーマに３つの研

究テーマ（①環境と調和した循環型食糧生産，②高付加価値化，③「環食同源」プロ

ジェクトの社会的認知度の向上）で構成し，これらの研究成果を基に，地域社会に対

し，「環食同源」理念の啓蒙と実践を展開する。 

 

②研究成果の社会への還元等に関する具体的方策 

087) 企業，自治体等と交流を強め，共同研究を推進し，当該成果の公表とともに共有化を

図る。産官学連携の件数を６年後は現在の1.5倍以上にする。 

・平成 17 年度に地域との連携をより強化・支援するため，地域共同研究センター，生

涯学習教育研究センター，知的財産本部等の複数の学内組織を統合した「国際・地域

連携センター」において，各種産学官民連携事業を推進するとともに以下の事業を行

う。 

①企業との共同研究の支援強化を目指して，マッチングセミナーやシーズ紹介企画を

積極的に開催する。 

②高知県試験研究機関との協定書に基づく共同研究を推進・支援する。 

③競争的資金獲得のためのセミナー（四国経済産業局テクノキャラバン等）を支援す

る。 

④各種プロジェクト及び共同研究，地域の資源創出等の産学官民連携事業を推進する。 

⑤教員の発明の技術移転を国際・地域連携センターが中心となって支援し，知的財産

の創出及び活用を推進する。 

平成 21 年度は，自治体（高知県，各市町村）・企業等との連携事業，教育研究成果

の活用及びプロジェクト事業等について，引き続き各部局と連携して，各種事業を推

進する。特に，高知県産業振興計画に基づく地域の特性・資源を活かした各種プロジ

ェクトを推進するとともに，産官学連携件数（共同研究等）の増加を図る。 

 

088) 民間企業に対する技術指導，技術移転及び共同研究，受託研究を推進する。 

・防災，環境，リサイクル，物質創成，新素材，海洋，バイオテクノロジー，微生物遺

伝子資源，エネルギー，食品，医療等の分野における研究実績を基に，地域医療機関，

民間企業等への技術指導，技術移転及び共同研究，受託研究を推進する。本学と高知

県の間で締結された研究交流協定書に基づき，試験研究機関との共同研究，受託研究

を推進する。 

平成 21 年度は，関東圏における産学官連携ネットワークの拡大を図り，公設試験研

究機関，地域医療機関，民間企業等への技術指導，技術移転及び共同研究，受託研究

事業を推進する。 

特に，１次産業，1.5 次産業（食品加工分野），食による健康サービス産業を中心に，
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引き続き産学官連携による新産業・新事業創出プロジェクトを企画・推進する。 

 

089) 知的財産本部を設立し，その中に，知財管理運営部門，シーズ管理運営部門，評価部

門を設け，知的財産を管理・運営し，地域連携を推進する。６年後の特許取得件数を現

在の1.5倍以上にする。 

・知的財産部門は，研究推進本部，教育推進本部，地域連携推進本部と連携し，研究成

果の特許取得を計画する。知的財産創出，取得，活用等の知的財産に関する啓発のた

め，適切な専門家を部門に配置し，技術移転交流会，特許流通フェア等への参加，特

許セミナー及び相談会の開催を積極的に行い，大学から生まれる発明の増加を図り，

競争的資金の獲得を目指す。 

平成 21 年度は，知的財産セミナー及び特許講習会・相談会等の活動を，引き続き充

実させるとともに，技術移転交流会及び特許流通フェアへの参加を積極的に行い，知

的財産を管理・活用し，産学官連携を推進する。 

また，特許創出に携わる教職員の比率を増加させるため，学内外の特許制度等の啓

発活動及び研究成果の発掘活動（研究内容のヒアリング及びシーズ発掘）を継続して

行う。 

さらに，自治体の知的財産所管部署等と連携し，県内各機関とともに，「知財サロ

ン」の運営にも携っていく。 

 

③研究水準の成果の検証に関する具体的方策 

090) 論文数（理系教員は１人当たり年間１編以上，文系にあっては0.5編以上），インパク

トファクター，サイティションインデックス，招待講演回数，海外共同研究件数，外部

資金獲得額，受賞件数等の研究成果指標を活用し，予算・人的資源の傾斜配分，重点化

を行い，研究水準の向上を図る。 

・各学部の特殊性を加味し，学術論文数，指導した卒業研究・修士論文数，科学研究費

補助金取得状況，共同研究受け入れ状況，受託研究受け入れ状況，奨学寄附金受け入

れ状況，特許発明数，地域社会との交流，国際交流，国際研究協力，研究科の維持・

管理実績，地域貢献等を点数化し，個々の教員の研究活動を総点で評価するシステム

を構築する。それに基づいて予算・人的資源の傾斜配分，重点化を推進し，研究水準

の向上を図る。 

平成 21 年度は，引き続き教員の総合的活動自己評価から得られたデータに基づき，

より戦略性に重点をおいた傾斜配分を実施する。 

また，研究水準の向上を図るため，重点化された研究プロジェクトにリサーチフェ

ローと期限付き研究員（短期研究員）を配置する。 

 

 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 

①研究者の配置に関する具体的方策 

091) 学内共同教育研究施設と学部附属施設の組織・運営を見直し，特に人員配置を含めた

体制の柔軟化を図る。またそれぞれの施設の運営を，研究科あるいは学部の研究（プロ

ジェクト支援）に基づいた運営とする。 

・海洋生物教育研究センター，遺伝子実験施設，医学部附属動物実験施設，医学部附属

実験実習機器センター，医学部附属 RI センター等に分散されていた施設・設備を機

能的に統合し，改組された総合研究センターの教育研究支援体制を強化する。さらに，

研究機器の共同利用システムの構築，大学としての重点・大型研究プロジェクトのた

めの大型機器導入等研究設備の充実を図る。 

・地域共同研究センター，生涯学習教育研究センター，留学生センターの一部を改組し

た国際・地域連携センターの一体的運営の推進並びに地域連携の中核組織として一層

の強化を図る。 

・教育学部附属教育実践総合センター，理学部附属水熱化学実験所，理学部附属高知地
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震観測所，農学部附属暖地フィールドサイエンス教育研究センター等は学内共同教育

研究施設との連携を密にし，より具体的かつ特化した地域連携プロジェクトを実施す

る。 

・総合情報センターの「情報部門」は医学情報センターと連携し，高速演算サーバ等の

計算機システム及び学内ネットワークシステムを，より安全に安定的に運用すること

を通じて，研究利用の支援を行う。プログラム開発支援，インターネットを介しての

実践研究やマルチメディアを活用した研究の支援等，学内受託サービスを行う体制を

整備し，プロジェクト研究の推進に貢献する。 

平成 21 年度は，各総合センター，各学部附属施設が各々の設置目的に沿って，引き

続き他部局と連携し，プロジェクト事業，プロジェクト研究及び地域連携事業等の更

なる充実発展を図る。 

 

092) 研究を戦略的に推進するべく，学長のリーダーシップのもと，特定の教員に研究のイ

ンセンティブを付与する。 

・重点研究プロジェクトとして選択された課題に関しては，特に学長が指名した教員を

中心に研究体制を立ち上げるシステムを構築する。 

平成 21 年度は，学長指導の下に，引き続き[学部横断型プロジェクト研究]を進めて

いる各プロジェクトに予算を重点配分するとともに，科学研究費補助金の採択増に繋

げるため採択に準ずる評価（Ａ評価）を受けた教員等にインセンティブを付与する仕

組みを継続する。 

 

093) 学部・学科を越えて，競争力のある研究プロジェクトチームを立ち上げる。 

・学長のリーダーシップのもとで，その実績に基づいて下記研究プロジェクトを立ち上

げる。 

①未利用海底微生物の探索と利用 

②海洋底の高機能性物質科学 

③海洋生物由来バイオマテリアルの探索と利用 

④海洋天然物の単離，分析，合成 

⑤海洋天然物を活用したバイオセンサーの創出 

⑥海洋エネルギー資源 

⑦黒潮圏での人類と自然との共生 

⑧黒潮がもたらす海洋資源利用の科学的研究拠点形成と地域振興 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)学部横断型研究プロジェクトとして推進してきた「海洋生物研究プロジェクト」，

「バイオ・先端医療プロジェクト」，「コア研究プロジェクト」，「環食同源プロジ

ェクト」のこれまでの研究成果を再点検・評価するとともに，引き続き「研究拠

点」として，プロジェクト研究を推進する。 

また，各々のプロジェクトにおける研究課題は，前年度の実績を評価して決定

するとともに，一部の課題は学内公募し決定する。 

(2)「海洋生物研究プロジェクト」と「環食同源プロジェクト」の研究成果を基盤と

して新たに温暖化への適応策（温暖化の影響を緩和し，温暖化による環境変化を

活用すること）を，地球温暖化の最前線に位置する黒潮圏において検討し，今後

の地域社会の指針を提示することを目的とした「黒潮圏科学に基づく温暖化適応

策の構築」を目指すために教育研究部の総合科学系の研究者を核に自然科学系，

人文社会科学系を横断的に組織した研究体制を組織し，研究を遂行する。 

 

094) 客員教授等の制度を利用し，研究の活性化を図る。 

・独立行政法人海洋研究開発機構，高知県立牧野植物園，高知県海洋深層水研究所，独

立行政法人水産総合研究センター等の連携機関から研究者を客員教授として招聘し，

研究水準と国際競争力の一層の向上を図る。 
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・アジア・太平洋地域から「海洋」，「生命」，「環境」等に関連した研究者を客員教

授として招き研究交流を推進するとともに，新たな連携機関の開拓を図る。 

平成 21 年度は，引き続き各研究プロジェクトに数名の客員教授を委嘱し，学内の教

員では対応できない研究分野についての研究，大学院生研究指導，公開講座での参画

や適切な助言など研究の活性化を図る。 

 

095) リサーチフェロー制度と期限付き研究員制度を設置する。 

・重点研究プロジェクトの発展・推進のために，リサーチフェロー制度と期限付き研究

員制度を設置する。ただし，期限付き研究員は博士課程修了者を対象に公募する。 

いずれも年間数名採用し，特定の重点化された研究プロジェクトに配置する。 

平成 21 年度は，引き続きリサーチフェローと期限付き研究員（短期研究員）の拡充

を行い，特定の重点化された研究プロジェクトに配置する。 

 

096) 公正な業績評価に基づいた公募制を実施する。 

・研究者の採用に関しては広く学内外に公募し，適材適所の人材を求める。その採用の

基準として，著書・原著・総説・症例報告等を区分し，学会発表も国内・外のものを

グレード別にして業績評価を行う。 

平成 21 年度は，引き続き公募制の基本方針に基づき，各学部等が整備した基準によ

り，公募採用を行う。 

 

097) 多様化し発展する社会に応じて，研究者の多様性（経歴，性別，国籍等）を強める。 

平成 21 年度は，引き続き公募制の基本方針に沿って多様な人材を求め，研究者の多

様性を強める。 

 

②研究環境整備に関する具体的方策 

098) 学長・部局長裁量経費のシステムを合理的に活用し，プロジェクト研究を推進すると

ともに，公正な研究業績評価に基づく重点化予算分配制度を構築する。 

平成 21 年度は，引き続き学長・病院長・部局長裁量経費で実施する各プロジェクト

研究を学長・病院長・部局長のリーダーシップのもとで点検・評価し，重点化予算配

分を行う。 

また，これまで年度計画実施経費で実施してきたプロジェクト研究は，教育研究部

の「研究拠点」で継続する。さらに，プロジェクト研究の活性化，実行的推進を図る

ため，プロジェクト研究分担者の業績評価を適正かつ厳密に行い，必要に応じ構成員

の適正な入れ替えを行う。 

 

099) 国内外の教育研究機関との研究連携協定の締結と，ソフトとハードの両面における連

携を強化する。 

・国内外の研究機関（独立行政法人海洋研究開発機構，独立行政法人産業技術研究セン

ター，独立行政法人水産総合研究センター，独立行政法人国際農林水産業研究センタ

ー，国際農業研究協議グループ機関，高知県立牧野植物園，高知県海洋深層水研究所，

高知県立工業技術センター等）との連携を一層強化する。また，国内外の大学（国外

ではアジア・アフリカ・アメリカ等）との研究連携協定を締結し，人的交流及び情報

交換を行い，共同プロジェクト創出を図る。また，資金，施設の面において全面的に

支援する体制を構築する。 

平成 21 年度は，研究連携協定締結機関との連携をより強化し，共同研究を推進する

とともに，共同プロジェクトの創出を行う。 

さらに，アジア・アフリカ・欧州の協定校との国際共同事業（教員・学生の相互研

修プログラム）を通じた地域発信型の国際交流を企画・実施するなどの研究支援体制

を布く。 
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100) 研究に関わる事務手続きの簡略化と研究施設・設備の管理への事務の全面的バックア

ップ体制を整備する。 

・研究に関する各種書式の簡略化を図るとともに研究施設毎の設備のデータベースを作

成し，定期的に整備点検する体制を検討する。 

平成 21 年度は，研究者総覧に掲載する情報の入力方法等について検討し，簡素化と

セキリティーの強化を図ることで，最新情報の提供に努めるなどの研究支援体制を布

く。 

 

101) 機器備品の共同利用と共同管理体制を構築し，同時にオープンラボやレンタルラボを

設置する。 

・機器のより一層の共同利用を行い，オープンラボ，レンタルラボの全学的な拡大を図

る。 

平成 21 年度は，更なる研究の高度化，拠点化を図るため，従来の事業内容に加え，

引き続き「総合研究棟」を活用すると同時に，全学的な共同利用スペースの更なる確

保に努め，研究支援の充実を図るとともに，オープンラボ，レンタルラボの見直しを

行い，ラボの目的に沿った適切な配置を行う。 

 

102) 学術情報・図書・雑誌等の資料の集中管理化と電子化を図る。 

・資料の所在情報を整理すると同時に資料を再配置し，電子的検索で所在が分かるシス

テム（電子学術情報システム）を設計・構築する。そのシステムにより，図書・雑

誌・学術情報（紙媒体）の集密化を推進する。 

平成 21 年度も引き続き未入力図書資料データを OPAC（オンライン利用者目録）に

順次登録し，集中管理を行うとともに蔵書資料の検索を容易にする。 
 

③研究の質の向上システムに関する具体的方策 

103) 定期的に教員個人に関する自己点検・評価及び外部評価を行い，各研究の業績を学内

に開示するとともに，研究の質の向上を図るシステムを構築する。 

・学術研究活動，地域連携活動及び外部資金獲得額等に関する目標値を研究者個人ごと

に毎年設定し，年度末に達成度についての自己評価を行い，研究の質の向上を図る。 

平成 21 年度は，教員の総合的活動自己評価及び組織評価を継続して実施し，研究の

質の向上に資する。 

 

104) 学術研究活動（論文数，インパクトファクター，学会賞受賞，招待講演，国際学会発

表数，科研費実績，学会活動），地域連携活動（特許出願数，地域共同研究実施数，外

部資金導入実績）を，それぞれグレード分け・数値化してその数値を考慮して研究費の

重点配分を行う。その事により研究支援体制の強化を図る。 

・教員の学術研究活動，その成果に基づく地域連携活動面での貢献度を適正に評価する

全学的システムから得られた評価に基づき，研究費を学内へ競争的に配分する。また，

その実施結果について検証する。 

平成 21 年度は，教員の総合的活動自己評価から得られたデータに基づき，より戦略

性に重点をおいた傾斜配分を引き続き実施する。また，研究支援強化策についての検

証・評価を行う。 

・各部局内の点検評価委員会（仮称）はさらに研究成果面でⅰ）学術論文数，学術論文

の質（インパクトファクター，サイティションインデックス等），ⅱ）国際的，全国

的学会での講演，発表数，ⅲ）外部資金導入実績（科研費獲得，受託研究等），ⅳ）

特許申請・取得状況，ⅴ）国際交流，国際研究協力，ⅵ）学会活動，受賞歴等の項目

について点数化し，個々の教員の研究活動を総点で評価を行う。同様に，地域連携に

基づく研究活動・成果（外部資金導入，地域共同研究数等）を評価する。評価結果に

より，学内での研究費の傾斜配分を実施する。また，その実施結果について検証する。 

平成 21 年度は，前年度に引き続き，部局の特性等を踏まえ，より効果的な配分を実
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施する。また，研究支援強化策についての検証・評価を行う。 

 

④学部・研究科等の研究実施体制等に関する具体的方策 

105) 各学部において，研究の特化・推進，研究施設等の整備・充実により，地域との連携

を図るシステムを構築する。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)学部長及び研究科長のリーダーシップの下，重点研究の推進及び研究施設等の整

備充実を引き続き遂行する。 

(2)研究者総覧に掲載する情報の入力方法等について検討し，簡素化とセキリティー

の強化を図ることで，最新情報の提供により産学官連携の推進と研究成果の活

用・展開を促進するなどの研究支援体制を布く。 

また，国際・地域連携センターを中心に，地域との連携事業の推進を継続して

行う。 

 

106) 総合人間自然科学研究科における研究を，人文，教育，理，医，農の各学部からなる

研究者の参加のもとに行うとともに，研究活動を地域に開放し，連携を図る。 

・「黒潮圏の海洋科学」をキーワードに，本学のすべての部局に所属する海洋関連の研

究者が結集して，いくつかのプロジェクトを立ち上げ，研究を推進する。これらの成

果は公開シンポジウム等によって広く学内外に開示し，そのシーズを高知県の研究機

関や民間企業のニーズと連結，実用化等の連携研究への発展を目指す。 

平成 21 年度は，「海洋生物研究プロジェクト」と「環食同源プロジェクト」の研究

成果を基盤として，新たに温暖化への適応策（温暖化の影響を緩和し，温暖化による

環境変化を活用すること）を，地球温暖化の最前線に位置する黒潮圏において検討し，

今後の地域社会の指針を提示することを目的とした「黒潮圏科学に基づく温暖化適応

策の構築」を目指すために高知県の研究機関と連携し，研究を推進する。 

また，引き続き各研究プロジェクトの研究課題をより一層推進し，その成果をシン

ポジウム等によって学内外に開示する。 

 

107) 総合人間自然科学研究科は，引き続き愛媛大学大学院連合農学研究科博士課程を香川

大学大学院農学研究科，愛媛大学大学院農学研究科とともに構成し，一大学のみでは期

待しがたい分野を相互に補完しつつ，生物資源生産やその利活用並びに環境の保全と修

復等に関わる諸分野の科学技術の深化・発展に資する世界水準の研究を行う。 

・愛媛大学，香川大学農学研究科とともに，既存の教育分野は確保しつつ，研究面では，

各大学で得意とする分野を育成し，学内拠点形成支援プログラムに採択されるに足る

世界水準のプロジェクト研究を提案する。また，各農学研究科間で境界領域のプロジ

ェクト研究を立ち上げ，大学間横断的な研究体制を構築する。 

平成 21 年度は，農学部森林科学科（同専攻）は，愛媛大学と連携会議を開催し，次

期中期目標・計画の立案に反映させるためのこれまでの連携活動について総括を行う。

また，これまで実施してきた修士論文中間合同発表会，大学間共同授業(学部及び大学

院での連携授業)についてもこれまでの実績を踏まえて適切な改善を施しつつ実施する。 

また，農学部生産環境工学科（同専攻）では，合同授業・合同研修会の内容の更な

る充実を図るとともに，修士課程の合同研究発表会を実施する。さらに，共同研究プ

ロジェクト遂行のための準備会を立ち上げ，これを遂行する。 

 

108) 医学部と理学部が共同し，基礎医学・生物学等の生命科学に関連する新しい分野を開

拓する。その中で総合人間自然科学研究科の大学院重点化を目指した新研究領域の創出，

研究施設の整備・充実等により，世界水準の研究を実施するとともに，地域との連携を

強化するシステムを構築する。 

・医理学術研究交流会を組織し，年３～４回のセミナー，シンポジウムを実施する。総

合人間自然科学研究科のメンバーを中核として，下記のような基礎と応用の共同研究



 - 28 - 

分野を開拓する。 

平成 21 年度は，全学的な研究活性化を目指した部局間合同研究発表会を引き続き定

期的に開催する。 

また，平成 19 年度に開設した『高知システム糖鎖生物学教育研究センター』におい

て，糖鎖生物学と他分野との融合研究を推進させ，簡便な糖鎖解析技術を開発し，先

端医療に貢献するとともに，包括的な糖鎖科学研究を通して，次世代生命科学研究者

及び専門職業人を養成する。 

 

⑤学内・全国共同研究の推進に関する具体的方策 

[学内共同研究] 

109) 海洋コア総合研究センター，海洋生物教育研究センター，遺伝子実験施設，総合人間

自然科学研究科，農学部，理学部，医学部，人文学部と教育学部等の中で「海洋」に関

わる研究者がいくつかのプロジェクトを構築し，研究体制を立ち上げる。 

・学内の「海洋」に関わる研究者が，共同で研究プロジェクトを立ち上げ，実施し，成

果発表を行う。中でも，深海底生物，深海性バクテリアの有用遺伝子の探索，地球環

境科学と自然災害科学の学際的研究，海洋底資源科学と海洋環境科学，さらには，メ

タンハイドレート研究等が主要テーマとなる。 

平成 21 年度は，「海洋」に関する共同研究プロジェクトを前年度に引き続き推進し，

研究成果の国際発表を行う。 

また，「海洋生物研究プロジェクト」と「環食同源プロジェクト」の研究成果を基盤

として，新たに温暖化への適応策（温暖化の影響を緩和し，温暖化による環境変化を

活用すること）を，地球温暖化の最前線に位置する黒潮圏において検討し，今後の地

域社会の指針を提示することを目的とした「黒潮圏科学に基づく温暖化適応策の構

築」を目指すために教育研究部の総合科学系の研究者を核に自然科学系，人文社会科

学系を横断的に組織した研究体制を組織し，研究を遂行する。 

 

[全国共同研究] 

110) 海洋コア総合研究センターを中心にして，企業等（赤穂化成，浅田骨粉等），独立行

政法人海洋研究開発機構及び全国共同利用者と協力し，海洋コアに関する世界的研究を

目指す。 

平成 21 年度は，引き続き学内・全国共同利用の推進を図るとともに，平成 22 年度

からの「共同利用・共同研究拠点」発足に向けて，国内コミュニティーの意向をより

一層反映させた共同利用研究体制の整備を行う。 

 

 

３ その他の目標を達成するための措置 

（１）社会との連携，国際交流等に関する目標を達成するための措置 

①教育における地域社会との連携等に関する具体的方策 

111) 民間資金を活用した特別コース等（ビジネス講座等）を設け，産業界，官公庁から講

師として年間30人以上招聘する。 

・地域社会との連携のもと，社会人学生のリカレント教育科目とともに学生の学習意欲

と出口での動機づけを図るために MOT 関連科目等実学的ビジネス講座科目を設置する。

講師は産業界，官公庁を含む外部からも登用する。 

平成 21 年度は，各学部（医学部を除く）において，社会人講師によるビジネス講座

等を引き続き開講し，受講生によるアンケート結果を基に，より満足度の高い授業を

展開する。 
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112) 大学教育における産業界，地域社会等との連携を推進する。インターンシップを学年

の早期（２年次）より実施する。 

・産業界・地域社会から講師を招き，全学のカリキュラムの中に正規の授業としてイン

ターンシップを位置づける。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「社会協働教育部門」において，引き続き

「CBI（Collaboration based Internship）授業」及び「自律協働入門」を，共通教育

で開講する。 

また，各学部は，学部の特性に応じたキャリア形成支援のためのカリキュラム開発

及び実施環境の整備を引き続き行う。 

 

113) 公開講座等の開催と参加者の増加のため，マスコミ媒体を通じての本学の公開講座の

PRを行い，サテライト教室の開設，地域に出向いての講座開設等，多様な形態で公開講

座を年10回以上開催する。 

・公開講座等の開催と参加者増加のため，ホーム・ページやマスコミ，各機関を通じて，

幅広く広報活動を行うとともに，多様な形態で公開講座を開催する。 

平成 21 年度は，引き続き公開講座等を通じて社会的なニーズに応えるとともに，積

極的に各方面への広報活動を行う。また，自治体等との講座の開設や各種公開講座

（テレビ講座，ラジオ講座の Web 配信や講座読本の発行），オープン・クラス（公開授

業）等，多様な形態で公開講座を開催する。 

 

114) 授業を公開講座として一般に開放する。 

・共通教育科目，専門教育科目を公開講座科目として一般に公開する。 

平成 21 年度は，原則的に共通教育科目・専門教育科目をオープン・クラスとして，

引き続き地域の社会人に公開し，社会的なニーズに応えるとともに，積極的に各方面

に広報活動を行う。 

 

115) 出前授業の実施や大学授業を開放し，地域社会との交流を強める。 

・出前授業を推進し充実させるとともに，オープンキャンパス，大学一日公開等との有

機的連係を図る。 

平成 21 年度は，県内外の小・中学校・高等学校及び公共機関等と連携して，出前授

業，大学公開等を引き続き実施する。 

また，学術，文化，芸術及びスポーツ等の生涯学習事業を通じて，社会的なニーズ

に応えるとともに，各種事業に参加の機会を拡充し，大学教育開放を推進する。 

 

②研究における社会との連携等に関する具体的方策 

116) 地域社会との連携・協力を促進するための具体的方策として，地域連携推進本部を設

け自治体や企業から構成される協議体との連携を進め，地域的ニーズのある研究を押し

進める。 

・地域社会との連携・協力を促進する国際・地域連携センターにより，産官学共同事業，

講演会，シンポジウム等の実施体制を整備・充実させるとともに，事業を実施する。

また，同センターが中心となり渉外活動を常時行い，産業界の研究に対するニーズの

把握に努める。また，相互の交流を行うための常設組織を設置する。 

平成 21 年度は，引き続き自治体や企業等と連携を推進するとともに，共同研究事業

や講演会等を実施し，地域の課題やニーズに応える。 

また，地域との協議会・研究会等を推進し，地域ニーズ即応型の新たなプロジェク

トを企画し，連携事業を推進する。 

 

117) 公開講座，講演会，シンポジウム等を積極的に開催し，情報を発信して地域住民の知

的活動に寄与する。 

・地域社会に積極的に情報を発信するとともに公開講座，公開シンポジウム，セミナー
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の開催，研究成果の公表等を行い，地域住民の知的要求に応える。 

平成 21 年度は，自治体や企業等との連携した公開講座，講演会，セミナー等を，引

き続き開催し，地域の課題や住民の知的要求に応える。 

また，国の政策目標と市町村及び住民等の地域振興への支援を行う。  

 

118) 大学コンソーシアムを視野に入れ，地域の行政・公私立大学等との教育研究資源の共

有化を推進する。 

・公私立大学，試験研究機関，企業の研究部門との間で，教育研究資源共有化を推進す

る。 

平成 21 年度は，公私立大学，試験研究機関，企業の研究部門との間で，引き続き教

育研究資源の共有化を推進する。 

また，「高知學長会議」のメンバーである高知大学，高知工科大学，高知女子大学及

び高知工業高等専門学校のそれぞれが有する知的資源を積極的に地域社会に還元する。 

 

③国際交流・協力に関する具体的方策 

119) 外国人研究者の招聘や，教職員及び大学院生の海外派遣を推進するため，留学生セン

ターを国際交流センター（仮称）として拡充改組し，国際的な教育研究ネットワークの

推進を図る。 

・留学生の受け入れ及び教職員・大学院生の海外派遣のみならず研究者の国際交流を円

滑に推進するため，「国際・地域連携センター」の国際交流部門と「総合教育センタ

ー」の修学・留学生支援部門が相互に連携し，国際交流業務を行う。 

独立行政法人日本学生支援機構，独立行政法人国際協力機構等と連携するとともに

大学交流協定等を活用し，国際的な教育研究ネットワークを進める。 

平成 21 年度は，「安徽大学との国際共同事業」や「アジアン・フィールドサイエン

ス・ネットワーク事業」を通じて，引き続き国際的な教育研究ネットワーク化を図る。 

また，外国人研究者の招聘及び留学生を受け入れるとともに，教職員及び大学院生

の派遣をより一層進める。 

 

120) 現在の大学交流協定校を見直すとともに，大学間交流の拡大を図る。締結校との学

生・研究者の交流を各学部・国際交流センター（仮称）において推進する。特に重点化

研究に関わる部局を中心に学生・研究者を受け入れ，６年間で現在の1.5倍以上に増や

す。 

・国際・地域連携センターを中心にして，大学間交流協定の在り方を見直すとともに大

学間交流の拡大を図り，本学の重点研究分野（資源，防災，環境，物質，新素材，生

命，情報）に，学生・研究者を受け入れる。 

平成 21 年度は，協定校を地域ごとあるいは研究分野ごとに組織化し，予算や人員を

重点的に投下するためのプランを策定する。 

また，アジア・欧州の協定校との国際共同事業（教員・学生の相互研修プログラ

ム）を通じて，地域発信型の国際交流を企画・実施する。 

 

121) 開発途上国を中心に教員の海外派遣を促進する。国際協力機構の集団海外研修コース

を充実させる。 

・独立行政法人国際協力機構の開発途上国への派遣事業を活用するとともに，海外機関

及び特に成長著しいアジア地域の高等教育需要に応える。アジア地域の大学間交流協

定校の協力関係を推進し，共同研究や研究交流，学校教育や生涯教育への支援，技術

移転を推進するため，教員の海外派遣を促進する。また，国際協力機構の集団海外研

修員受入事業の拡大と充実を図る。 

平成 21 年度は，JICA と連携して行う「研修員受入事業」を通じて，引き続き国際

協力に積極的に貢献する。本学が得意としている研究分野を中核として，開発途上国

を中心に教員の海外派遣を促進する。事業推進のための予算は，国際交流基金・学長
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裁量経費等を活用しながら，アジア・太平洋地域における教育研究の拠点を形成する。 

 

122) 留学生の卒業後及び研修生の修了後のフォローアップを充実させる。 

・アジア，アフリカ，環太平洋地域 22 カ国から留学生，研修生を受け入れており，そ

の卒業後，修了後のフォローアップを行うため，独立行政法人日本学生支援機構等の

事業等を活用し，充実を図る。 

平成 21 年度は，総合教育センターの「修学・留学生支援部門」において，高知大学

留学生相互支援ネットワーク（UNICON）の活用に向けて在籍留学生対象の説明会を実

施する。 

また，これまでに収集した卒業，修了後の留学生情報を基に，日本国外でのコアと

なる帰国留学生との協力体制を構築する。 
 

123) 英語版のホームページを通じて高知大学に関する情報発信を充実させる。 

平成 18 年度までで事業終了のため，平成 21 年度は計画なし 

 

124) 地域国際交流組織との連携を強化する。 

・学外の地域国際交流組織（高知県国際交流協会，南国市国際交流協会，あかつき会，

高知大学留学生を支援する会）及び高知地域留学生交流推進会議（県，市，町，村，

経済団体）との連携を強化するとともに，国際交流の計画を作成し，実行する。 

平成 21 年度は，前年度に高知地域留学生交流推進会議主催により実施した「留学生

＆県民出会いの広場」を検証し，発展させた形で総合教育センターの「修学・留学生

支援部門」が大学外の地域国際交流組織と連携した地域交流事業を実施する。 

 

 

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置 

  以下｢医療学研究・研修センター｣に関連する中期計画は◎で示す。 

①医療の質の向上に関する具体的方策 

（地域のニーズに密着した医療） 

125) 地域の事情（過疎・高齢化・遠い時間的距離）に即応した医療体制を構築する。 

・高知ヘルスシステムの設立：高知大学医学部附属病院が高知県内の医療機関と医療技

術，医療情報，人的交流を共有し，患者さんを共同で診療する医療体系を創造する。

地域連携室を設置し，県内各医療施設の機能分類を行い，大学病院をコアとしたネッ

トワークを策定し，患者さんに最大の利益をもたらす病態ごとの効率的な医療パス

（地域において医療の質を落とすことなく相互紹介により病院の在院日数を縮める患

者フロー）を提供する。 

・高知ヘルスシステムの運営：医療パスに従ってシステム内の特定機能病院，急性期，

慢性期，回復期病院等機能別に患者さんを紹介または逆紹介し，最良かつ効率的医療

を提供する。さらに地域連携室を中心として，各施設のマンパワーの補充を行う。 

・高知医療ネットの開設：医療機関及び健康・福祉関連施設を回線で接続し，医療機関

の相互協力だけでなく患者データを共有することにより予防保健と医療のシームレス

な連携及び医療から介護福祉へのスムーズな移行を支援する情報基盤の整備を始める。

さらに患者さん側へシステム全体の外来情報，機能情報を公開し，ネット上での外来

予約システムを設置する。 

平成 21 年度は，これまでの実績を総点検し，その点検結果を基に高知ヘルスシステ

ムを主体とした医療体制の将来構想に反映（病院再開発）させる。 

 

126) ◎救命救急施設が県央部に集中する実状に合わせた救急体制の構築に協力する（軽症

急患と高次救急の受入）。 

・３次救急病院が高知市，南国市に３施設が集中する県内情勢を考慮して，１次救急と

高次救急に特化した救急体制を構築する。 
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(A)本院救急システムを整備する。 

平成 21 年度は，前年度に実施した稼動調査を基に，救急システムの将来構想に反映

（病院再開発）させる。 

(B)高知県 CCU ネットワーク（心血管救急）を発足・稼働させる。 

平成 21 年度は，前年度に実施した稼動調査を基に，CCU ネットワークの将来構想に

反映（病院再開発）させる。 

 

127) 医師不足の地域と連携した入退院援助サービスを実施し，入院期間の短縮と，再入院

率の減少を図る。 

(A)地域の病院，診療所，老人保健施設との連携を推進し，再入院率の減少を図る。 

院内においては，MSW・医師・看護師・薬剤師・管理栄養士等で構成するチームに

よる入退院支援の実施，クリニカルパスの作成・導入・見直しにより，医療の標準化

を進め，医療の質の向上と入院期間の短縮を図る。 

平成 21 年度は，引き続き地域の病院，診療所，老人保健施設とのインターネットを

利用した連携強化，入退院支援の実施，クリニカルパスの見直しとインターネット上

での公表を継続して行い，医療の質の向上と入院期間の短縮を図る。 

(B)病棟と外来の看護スタッフの連携・協力体制を整えることにより，入院前の患者さ

んの不安緩和，積極的な治療への参加を可能にするとともに，入院日数の短縮に繋げ

る。 

病院と地域（医療機関・福祉・訪問看護ステーション等）との連携により，入院中

に行った指導が在宅で継続できる体制を整備することにより，再入院率の減少を図る。 

地域施設の看護職と事例検討会や研修会を持ち，看護ネットワーク化を推進する。 

クリニカルパスの普及と看護部キャリア開発ラダーの運用を軌道に乗せ，看護実践

能力の評価を行うとともに看護水準の向上を図る。 

平成 21 年度は，引き続き看護連携システムの評価と改善，専門看護チームの強化と

充実を図る。 

 

128) 附属病院内施設のオープン化等によって地域に貢献する。 

・放射線部，検査部においては，他施設からの依頼による検査を実施する（検査の受注

については規制緩和を前提とする：他院にて実施した検査のデータ解析及び結果送信

を含む）。また検査の受注に際しては，専門的な情報を付加したデータ提供を行い，

地域医療に貢献する。 

・開放病床の利用を促進する。 

・医薬品情報室では，UMIN 薬剤小委員会で開発・維持管理している下記のデータベース

の開発拡充支援及び共同利用体制の整備を図り，他施設（地域医療ネットワークへの

参画を含む）への情報提供網を確立する。［中毒情報データベース，服薬指導データ

ベース，注射薬情報データベース，薬剤データベース（市販直後調査副作用情報デー

タベース）］ 

・栄養管理室では，他院の食中毒発生時には給食の提供を行う。 

・他施設からの依頼に応じて医療従事者の指導・派遣協力を行う。 

平成 21 年度は，これまでに実施した各事業について全体の状況把握を行い，充実を

図る。 

 

129) 外来における術前チェックシステムを導入する（入院期間の短縮，手術リスクの軽減，

自己血輸血率の向上）。 

・外来で行う術前検査のシステムを構築する。次の４点に集約される。 

１）検査パターン（パス）の作成により時間やコストの無駄を低減する。 

２）診療科を越えた院内協力体制を構築する。 

３）緊急手術にも対応したシステムとする。 

４）院外施設からの術前評価の依頼にも対応する。（これまでの本院における安全な



 - 33 - 

輸血体制を堅持する。） 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)術前チェックシステム全体を評価し，診療における有用性が高ければ，さらに発

展的に運用するための体制作りに取り組む。 

(2)がんの地域連携パスの作成を行う。 

 

130) 午後外来，学生外来を実施する。 

・医療サービスに関して地域のニーズに応えるという観点から，午後外来・学生外来を

実施する。他院受診後に専門的医療が必要な紹介患者等を，当日の午後に受け入れる

ことにより，地域の中核病院としての機能を果たす。学生外来に関しては，授業終了

後の患者受け入れに配慮する。 

平成 21 年度は，全診療科で実施済の午後外来及び学生外来を見直し，より充実する。 

 

131) 接遇改善（待ち時間短縮，患者さん用医学図書の充実）を行う。 

・午後の時間帯を有効に使うことにより余裕のある予約を設定し，診察及び検査の待ち

時間の短縮を図る。 

・各診療科待合室のモニターに予約グループごとの診察順を表示する。 

・自身の病気に対する理解を深め治療効果を増すために，待合室や病棟談話室に患者さ

ん用医学図書コーナーの設置，充実を図る。また待合室のモニターに各疾患のガイド

ビデオその他を視聴できるようにする。 

・職員の接遇研修を実施する。 

・インターネット接続環境を整備する。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)継続して待ち時間調査を行う。 

(2)予約診療時間の調査・分析を行い，予約体系の再編成を実施する。 

(3)医学図書，ガイドビデオ等に関するアンケート調査を行い，さらに充実する。 

 
132) 電子化による医療情報の提供を充実させる。 

・電子カルテの推進によって，個々の患者へ解かり易い医療情報の提供ができるように

し，インフォームドコンセントを充実させる。 

・患者用のクリニカルパスを広く情報提供し，本院の標準的な医療プロセスを地域社会

に公開する。 

・ネットワークを通じて，紹介患者の医療情報を紹介元医療機関に提供する。 

平成 21 年度は，ネットワークを通じて紹介患者の医療情報を紹介元医療機関に提供

できるシステムの運用及び改善を行うとともに，対象医療機関を拡大する。 

 
（医療学研究・研修センター）（良き医療人の養成・災害医療） 

133) ◎医療学研究・研修センターを設立して，更に高度な医学の発展に貢献できる医療を

行う。 

・高度な医学の発展に貢献できる医療を行うため，医療学研究・研修センターを設立す

る。「医療は患者及び地域住民が受け取るものである」を理念として，医療学研究・

研修センターは， 

①医療者のための生涯学習部門（①-1 医師・看護師・薬剤師・栄養士・技師の生涯，

リカレント教育，①-2 福祉・コメディカルの生涯，リカレント教育）， 

②全人的医療研修部門（②-1 低侵襲医療，②-2 EBM，②-3 心のケア，②-4 緩和ケア，

②-5 発達障害児のケア）， 

③地域のための医療研修部門（③-1 プライマリケア研修，③-2 医療福祉支援，③-3

県民すこやか大学，③-4 青春スクール，③-5 発展途上国医療支援，③-6 大規模災

害医療，③-7 救命救急医療，③-8 ボランティア研修）， 

④産学協同研修部門（④-1 非医学者医療従事者研修，④-2 再生医療，④-3 医療工学，
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④-4 遺伝子治療）， 

⑤病院管理研修部門（⑤-1 医療安全管理，⑤-2 栄養管理，⑤-3 感染制御，⑤-4 褥瘡

制御） 

の５部門から構成する。医療学研究・研修センターは大規模災害にも対応する機能

を有し，病棟再編も合わせて行う。 

平成 21 年度は，下記の事項を推進する。 

(1)学生のスキルスラボ，院内及び地域の医師やコメディカルスタッフの教育，技術

取得のための低侵襲手術教育・トレーニングセンターをシームレスに活用し，研

修体制を充実する。 

(2)院内及び地域の医師，コメディカルスタッフ等の医療従事者を対象とした緩和ケ

アに関する研究会・研修会を定期的に開催し，医療研修の充実を図るとともに，

引き続き，医師，看護師，薬剤師等のリカレント教育を充実する。 

(3)発展途上国での人材育成，医療支援等について，国際医療 NGO（民間非営利団

体）との連携に向けた検討を行う。 

(4)医師等の臨床試験をサポートし，臨床研究に関する倫理等についての講習・教育

を行う臨床試験センター（仮称）の運用により，臨床研究体制の充実を図る。ま

た，次世代型人工膵臓の開発と外科周術期血糖管理の大規模臨床試験を推進する。 

 

134) ◎低侵襲手術等を積極的に行い，QOL（quality of life）の高い退院後の生活を保障

する。 

・低侵襲手術（鏡視下手術，IVR 等）を実施し，日帰り手術センターを開設する。治療

後患者長期追跡調査・手術成績解析センターを開設し，治療成績を公表する。低侵襲

手術部門（①鏡視下手術センター，②IVR センター，③日帰り手術センター）を開設

する。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)診療情報管理室で，治療後患者長期追跡調査・手術成績解析の準備を進める。 

(2)前年度に開設した骨盤機能センターの満足度調査を行い，センターの充実に繋げ

る。 

 

135) ◎健康管理事業を自治体と協力して推進し，地域住民の健康増進と医療費の削減を図

る（高知コホート計画）。遺伝子診断の健康管理への導入を行い，効率的な健康管理シ

ステムを構築する。 

・生活習慣病（糖尿病，肥満，高血圧，高脂血症等）に関係する遺伝子 SNPs 解析を行

い，その結果を疾患に対する生活指導や投薬等の治療方針に反映させる。 

・EBM リサーチセンター事業を推進する。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)生活習慣病（糖尿病，肥満，高血圧，高脂血症等）に関連する遺伝子 SNPs 解析

（β3AR，UCP1，PPARγ2，ACEI，Adiponectin）について検索と介入を継続する。 

(2)生活習慣病の遺伝子 SNPs 解析結果を集計し，これら遺伝子多型の実際の頻度を

明らかにする。 

(3)生活習慣病の遺伝子 SNPs 解析結果をもとに，具体的な指導内容のマニュアルの

整備を進める。 

(4)作成した指導マニュアルによる指導で，効果が得られるかどうかについて検証す

る。  

 

136) ◎卒前・卒後教育の一元化を図り，ジェンダー・母性に留意し，プライマリ・ケア，

全人的ケアを行える医療人養成を行う。 

・医学部附属病院には将来の医療を担う医療従事者を育成する責務がある。そして医療

従事者に求められる資質は変容しつつある。社会のニーズに合わせた医師教育を，医

学部と一体となって，入学前から卒後まで一貫した体制で行う。 
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（1）コミュニケーション能力を重視した学士入学（１週間に亘る病院での態度評価を

実施），AO 入試（２週間に亘る附属図書館医学部分館での態度評価を実施）の定員枠

を拡充する。 

（2）医学科低学年におけるコミュニケーション教育（１年次・２年次），中学年にお

ける臨床技能・態度教育（３年次・４年次），医学科高学年における診療参加型臨床

実習（５年次・６年次）を充実させる。 

（3）ジェンダーやこころを大切にする教育を行う。 

（4）プライマリ・ケア，全人的ケア，地域医療研修を重視した高知県地域医療研修プ

ログラムを充実させる。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)前年度に引き続き AO 入試，学士編入学の学生の追跡調査を実施するとともに，

平成 20 年度から導入した地域枠の妥当性検証を行う。また，「緊急医師確保対

策」に伴う暫定定員増を地域枠，｢経済財政改革の基本方針 2008｣に基づく定員増

を前期日程として入学者選抜を行う。 

(2)地域枠推薦入学生を中心に地域医療に関する教育プログラム（正課外）を導入

する。また，初年次における EME（初期臨床医学体験）の充実を図る。 

(3)臨床実習前教育で学生の自主性や患者さんの解釈モデル，ジェンダーを重視し

た教育を行う。 

(4)高知県臨床研修連絡協議会を中心として県内研修病院（８病院）との連携を強

化し，魅力ある地域医療研修の充実を図る。 

(5)研修医による満足度調査を実施し，研修医の確保に繋げる。 

 
137) ◎医療職のリカレント教育，生涯学習の場を提供し，地域の医療の質の向上を図る。 

・地域で働く医療従事者が最新の医療・看護・介護の知識を習得する機会を提供するこ

とは，地域で働く医療従事者のモチベーションを高める，地域への定着率を高める，

地域の医療の質を維持するために必須である。医学部附属病院は医師，看護師，技師，

薬剤師等すべての職種にリカレント教育，生涯学習の場を提供する。 

平成 21 年度は，医師，看護師，薬剤師及び栄養士に対するリカレント教育を継続実

施するとともに，地域における看護師，薬剤師，栄養士に対する勉強会，研修会等へ

の講師の派遣を引き続き行う。 

 

138) ◎市民教育（BLS（一次救命措置），ACLS（二次救命措置），禁煙指導）やコメディカ

ルスタッフの教育，養成を行う。 

・心肺停止の予防・対応・処置に，幅広い視野で取り組む。 

(A) 一般市民に対する BLS（AED（自動体外式除細動器）を含む）の普及，一般市民に

対する疾病や事故の予防教育を行う。（禁煙指導，小児の事故予防） 

平成 21 年度は，一般市民を対象に心肺蘇生講習会を実施する。併せて喫煙被害や小

児事故の予防教育を行う。 

(B) 医師・コメディカルスタッフに対する BLS（含 AED）・ACLS の普及，院内緊急シ

ステム（チーム）の再構築を行う。 

平成 21 年度は，ACLS・ICLS（医師），BLS（コメディカル）コースを定期的に開催す

る。また，患者受け入れにかかる院内緊急システムを定期的に見直す方法を構築する。 

 

139) ◎地域連携・貢献グループのアクションブランチとして機能し社会への説明責任を全

うする。 

・地域貢献グループ（高齢者健康増進・深層水・予防医学等）のアクションブランチと

しての病院機能，医療スタッフ派遣機能を構築する。 

・高知県の健康増進のための PFI 事業（フィットネス・パワーリハビリ）に参加する。 

・EBM リサーチセンター事業を推進する。 

平成 21 年度は，数町村での健康増進事業の展開を継続し，満足度と効果を検証する
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ことで，健康増進事業の更なる充実に繋げる。 

 

140) ◎小学生・中学生・高校生に対するメンタルケア・性教育をサポートする。 

・臨床心理学的分析を小学生・中学生・高校生に対するメンタルケア・性教育に応用す

る。（思春期精神サポート） 

・遺伝子カウンセリングを行う。 

平成 21 年度は，遺伝子カウンセリング，思春期精神サポートを継続するとともに

「子どものこころ診療部」における外来診療の更なる充実を図る。 

 

141) ◎微小知能障害児の治療・教育を教育学部と協力して行い，合わせて緩和医療を導入

する。 

・発達障害児の治療・教育を行い，緩和医療を実践する。 

平成 21 年度は，低出生体重児のケアを継続し，微小知能障害児発生予防効果を検

証・評価する。 

また，緩和ケアチームの更なる充実を図る。 

 

142) ◎南海大震災等を想定し，各自治体，他学部・研究施設と共同し，防災の準備を整え

る。 

・高知県内の大災害に対する医療体制及び近隣県の大災害に対する支援体制を構築し，

被災者のこころのケアを実施する支援チームを組織する。 

・東南海大地震に対する支援病院として機能できるハード面の整備を行う。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)引き続きトリアージ訓練を主体とした防災訓練を実施し，評価・検証する。 

(2)災害派遣医療チーム（DMAT）の充実を図る。 

(3)東南海大地震に対する支援病院として機能できるよう予算措置の方策を含め，次

期中期目標・中期計画に向けた病院再開発を計画する。 

 

（研究成果の診療・社会への反映） 

143) ◎PETの導入を目指し，特化した先進医療を目指す。 

・PET 機器の導入に基づく急性期脳卒中の診断や癌治療といった先端医療を実践する高

度・高品位の画像診断・先進医療機関として地域に貢献し，健診業務等予防医学にも

参画する。 

平成 21 年度は，継続的に医療 PET，健診 PET，癌手術後や虚血性心疾患のフォロー

アップ検診を行うとともに，FUS（集束超音波手術装置）による自由診療，臨床研究を

推進し，先進医療を充実する。 

 

144) ◎研究成果の臨床応用を促進し，専門外来（サブスペシャリティ）の充実を図り，地

域における質の高い医療を充実させる。 

・研究成果が地域住民の目に見える形で還元されるようにするために，新しい診療単位

を専門外来（サブスペシャリティ）として独立させる。予防医学的な診療単位や，

EBM に基づくセカンドオピニオン外来を含んだ充実を図る。 

平成 21 年度は，引き続き開設してきた専門外来の満足度と有効性調査を実施し，充

実する。 

 

145) ◎主要慢性疾患については合同診療体制をとり，EBM（根拠に基づいた医療）に基づく

医療と，医療データに基づくエヴィデンス作りを行う。 

・中等症から重症の糖尿病，骨粗鬆症，高血圧症等の慢性疾患についての合同診療体制

を構築する。患者が併診科を廻る体制から，専門外来として総合的に診療する体制に

変換する。軽症，あるいは予防医学を合わせて，診療科間の予防医学的な介入や診療

方針の統一を図る。 
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平成 21 年度は，継続して糖尿病，骨粗鬆症，高血圧症，その他主要な疾患の合同診

療を充実させる。 

 

146) ◎先端医療を取り入れた高度・高品質の医療機関として機能する。 

(A) 特殊治療外来の導入と自己免疫性疾患の効果的なコントロール及び乾癬の病型にあ

わせた効果的な治療を行う｡（保険外診療と保険診療の両立が条件になる） 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)乾癬，膠原病，アトピー性皮膚炎，レーザーピーリング，日光角化症等の専門外

来を継続し，症例ごとの病勢把握に努め，効果的な治療を行う。 

(2)レーザーピーリング外来での診療を継続し症例を重ねるとともに，前年度に標榜

が可能となった「美容皮膚科」を標榜するに足る医師の育成を進め，関連病院へ

の機能分担にも取り組む。 

(3)従来のレーザー機器では十分な治療効果が得られにくかった瘢痕，良性の腫瘤性

皮膚病変，しわ等を対象とした次世代レーザーであるプラズマレーザーの医師主

導型臨床試験の準備を進める。 

(B) 「細胞移植医療センター」を構想しながら，１．重症慢性動脈閉塞症に対する骨髄

幹細胞移入血管再生療法，２．末梢血細胞による血管再生療法，３．白血病治療のた

めの骨髄移植また末梢血幹細胞移植，４．白血病治療のための臍帯血幹細胞移植，５．

固形癌に対する WT１免疫療法の PhaseⅡ（臨床試験第２相）試験，６．重症糖尿病に

対する臨床膵島移植を行う。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)固形癌及び血液悪性腫瘍に対する WT１免疫治療法の改善を図り，第Ⅰ相臨床試

験の結果を参考に，疾患ごとに条件を設定した多施設共同による第Ⅱ相臨床試験

を開始する。また，PSA（前立腺腫瘍マーカー）を用いた前立腺癌に対するペプチ

ド癌ワクチン療法の開発を継続する。 

(2)先進医療として承認されている骨髄細胞移入血管再生療法については，重症かつ

難治性の動脈閉塞症症例に対する先進医療として本治療法を継続するとともに，

骨髄細胞採取法の改良や，新たな血流改善効果の評価法導入など技術的な改善を

加えていく。 
(3)末梢血単核球細胞による血管再生療法については，さらに施行症例を重ねていく

とともに先進医療申請を検討する。これにより骨髄細胞移入血管再生療法に加え

て，よりハイリスク例に適応となる本治療法も先進医療となることで，重症慢性

動脈閉塞症の症例に対する治療体制の確立に繋げる。 

(4)輸血部では， 

1)「輸血・細胞治療委員会」が中心となり，輸血部の「輸血・細胞治療部」への

発展を目指し一層の検討を進める。そのために臨床各科との共同により「無菌

治療センター」等の付帯施設の設置を検討し，臨床診療をサポートするととも

に新たな治療法や適正な治療法の普及・啓発を進める。 

2)輸血部による毎日の輸血回診の充実や術前自己血貯血の症例の増加，さらに細

胞治療の発展にともない，輸血部の人的・質的充実を図る必要性があるため，

関連臨床科の医師による協力体制を検討する。 

3)白血病・固形癌治療としての骨髄及び末梢血幹細胞移植を一層発展させて行く

とともに，臍帯血幹細胞による治療を検討し，可能なものから実現させていく。

また，重症感染症に対する「顆粒球輸血」をさらに発展させる。幹細胞やリン

パ球による血管再生等の組織新生療法の臨床応用の発展を目指した研究開発を

進める。 

(C) 最新の電気生理学的手法やコンピュータ技術の応用と，産学共同開発による生体材

料技術を導入し，安全性と低侵襲性を目指した手術や技術を開発すると同時に，遠隔

地診療のためのネットワーク化を推進する（１．最小侵襲で安全な整形外科治療法の

開発，２．周術期自動血圧管理システムの開発，３．リアルタイム高精彩画像伝送シ
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ステムを利用した遠隔地診療の推進） 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)経皮的脊髄障害高位診断に基づいて高齢者頚椎症性脊髄症に対して低侵襲手術を

実現し，その手術成績を評価して発表する。 

(2)変形性膝関節症に対する超音波ガイド下神経凝固疼痛除去法の精度を検証すると

ともに，国際学会での成果報告と英文論文の公表を行う。 

(3)イメージガイド下小侵襲リン酸カルシウムセメント（CPC）注入法の臨床応用を

継続し，全国学会で臨床成績の発表を継続するとともに，英文論文を投稿する。 

(4)転移性骨腫瘍に対する集束超音波を用いた低侵襲性疼痛緩和の臨床研究を進め，

その成果を国内の学会等で報告を行う。 

(5)リアルタイム高精彩画像伝送システムを利用した遠隔地診療の推進を継続し，そ

の効果を検証する。 

(D) １．検診により発見される前立腺癌の多くが I125 を用いた前立腺癌密封小線源永

久刺入治療支援システムの対象であるので患者の QOL を考慮した短期入院で治療でき

る上記治療システムを導入する。２．Wilms 腫瘍遺伝子（WT１）等を腫瘍特異抗原と

した尿路性器癌の分子標的免疫治療の開発を行う。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)PSA（前立腺腫瘍マーカー）を用いた前立腺癌スクリーニングと I125 による前立

腺癌密封小線源永久刺入治療を継続する。また，前立腺高分化癌，低分化癌の病

理分類の結果で，高分化癌へは密封小線源永久刺入治療を行い，過去，６年間の

治療実績を明らかにする。 

(2)高知県下において，前立腺がんについての市民公開講座を開催し，講座を受講し

た患者を対象に追跡アンケート調査を行い，その啓発の結果を明らかにする。 

(3)固形癌及び血液悪性腫瘍に対する WT１免疫治療法の改善を図り，第Ⅰ相臨床試

験の結果を参考に，疾患ごとに条件を設定した多施設共同による第Ⅱ相臨床試験

を開始する。また，PSA（前立腺腫瘍マーカー）を用いた前立腺癌に対するペプチ

ド癌ワクチン療法の開発を継続する。 

 
147) 検体搬送システムを臨床応用する。 

平成 19 年度までで事業終了のため，平成 21 年度は計画なし 

 

148) 放射線フィルムレス化，文書電子化で省資源を図り，ISOを取得できる組織体として，

環境に配慮した病院を実現する。 

・第三者評価の一つの指標として取得した ISO9001（品質マネジメントシステム）の効

果的な運用と維持を目指す。 

平成 21 年度は，ISO9001 認定継続のための整備を行い，ISO9001 の継続審査を受審

する。 

・質管理部門を設置し，医療情報システムを熟知した支援コンサルタントを加え共同作

業により附属病院の質管理システムを構築する。医療の質評価と改善を行う。検査デ

ータの電子カルテ化を推進する。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)試薬ボトル貼付バーコードの規格化・統一化を，臨床化学会機器システム専門委

員会のメンバーとして推進する。規格化・統一化が整った後に，試薬ロット管理

システムを構築する。 

(2)前年度に導入した脳波システムによる電子化された生理検査の波形及び画像デー

タを用いて，電子カルテ化を推進する。 

・撮影・検査機器の更新・導入により，画像のデジタル化を充実させフィルムレス化を

実現する。放射線部情報システム・医療情報システムの連携により，PACS を構築し，

地域医療に貢献する。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 
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(1)PACS（画像保存通信システム）を基にフィルムレスの本格的運用を行い，PACS

の特性を活かした画像管理・配信を実現することで，診療・教育・研究・地域医

療に貢献する。 

(2)PACS 運用で新たに出てきた問題点について検討・改修を行い，より使いやすい

システムを構築する。 

 

②運営等に関する具体的方策 

149) ◎安全な病院管理体制を構築する。 

・医療安全管理，栄養管理，感染制御，褥瘡制御が機能的に行えるシステムを構築する。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)継続してミステイク防止手段を実践する。 

(2)集中管理データによる栄養サポート，感染制御，創傷管理を継続して行う。 

 

150) 職員が安全に，機能的に働ける人員配置と環境整備（セーフティ・マネージメント，

福祉施設，人員の外注化と定員化）を行う。 

・機能的に働ける人員配置部署間のバリアフリー化，人員配置の流動化・適正化，アウ

トソーシングを実施する。 

・環境整備（セーフティ・マネージメント，福利施設）セーフティ・マネージメントの

徹底，職員のための人間ドック機能の確保並びにメンタルヘルスケア体制の拡充，子

育て支援・女性のための職場等の福利面を強化する。 

平成 21 年度は，下記の事項を実施する。 

(1)引き続き「院内環境改善ワーキング」活動の充実を図る。また，医師及びコメデ

ィカルスタッフ当直室の整備を行い，職員にとって働きやすい環境整備を推進す

る。 

(2)がん診療連携拠点病院としての機能向上を目指し，診療情報管理室の人員配置を

行う。 

 

151) 自己収入を増加させ，機器のレンタル・リース・購入を見直すとともに，固定的経費

率を節減し，研究の特許化等で財務の健全化を図る。 

・機器の調達方法（レンタル，リース，購入）については，経済性，効率性等を考慮し

より効果的な調達を行う。 

・業務の効率化及び経費削減の点からのアウトソーシングを検討し固定的経費の削減に

努める。 

・TLO を活用し，取得した特許については有効活用することにより収入を上げるように

努める。 

・院外処方箋発行率を高め，経費率の減少を図るとともに，後発医薬品の採用，可能な

限り低コストの材料の使用及び効率的使用により経費の削減に努め財務の健全化を図

る。 

平成21年度は，下記の事項を実施する。 

(1)外部コンサルタントを活用し，医薬品調達において中四国地区国立大学病院によ

る共同交渉の実現を目指し，更なる経費節減，効率化を図る。 

(2)これまで実施した業務について，再点検を行い財務の健全化に繋げる。 

 

152) 平均在院日数20日以内，平均病床利用率86％以上，患者紹介率57％以上，経費率

35.9％以下を目指す。 

・クリニカルパスの導入等による平均在院日数の短縮，病床の有効利用による患者数の

増，地域病診連携による紹介患者の増，後発医薬品の採用等可能な限り低コストの材

料の使用により経費の削減を図る。 

平成 21 年度は，平均在院日数 20 日以内，平均病床利用率 86％以上，患者紹介率

57％以上，経費率 34.5％以内を目指す。 
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また，後発医薬品等の低コスト医療材料を順次採用することで，経費の削減に繋げ

る。 

 

153) 病院職員を効率的に配置する等により，効率的病院経営を行うために，病院長の裁量

権の強化を図る。 

・インセンティブのある病院運営を，病院長のリーダーシップに基づいて行うために，

病院医師定員の流動化を含む，定員の適正配置，見直し，さらに病院経営のための新

規職員採用を行う。 

平成 21 年度は，医療保険制度の変動等に合わせて人員配置の検討を継続していくと

ともに，下記の事項を実施する。 

(1)診療情報管理室，臨床試験センター（仮称）の円滑な運用を図るための人員配置

を行う。 

(2)言語聴覚士等のコメディカルスタッフの採用を行い，リハビリテーション部及び

前年度に設置した骨盤機能センターにおけるリハビリテーション機能等の充実を

図る。 

 

 

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置 

①大学・学部との連携・協力の強化に関する具体的方策 

154) 学生の教育実践力の向上を目指し，教育学部と附属学校園との有機的な連携体制を構

築する。また，附属学校園を活用した大学院生の実践的教育研究を推進する体制を整え

る。 

・21 世紀の教育を担う教員を養成するため，教育実習の在り方を研究し，併せて教育実

習・実践研究等を充実させる方策について学部との連携・協力を図るために連絡会議

を強化する。また，教育実習の内容・方法等に関する学生アンケートを実施し，その

結果を教育実習の見直し・改善に生かし，よりよい教育実習を実施する。 

・大学院教育にあたっては，実践教育研究を効果的に推進する。 

平成 21 年度は，学部と附属学校園の連携体制をさらに強化し，長期インターンシッ

プ（院生）を一層充実するなど，学部生と院生の新たな実践教育の在り方について成

果と課題を明確にする。 

 
155) 附属学校園と学部の教員との「教育実践共同研究」を推進する体制を再構築し，地域

の教育課題の解決に寄与できる教育研究を行う。 

・教育実践共同研究体制を刷新し，新たにプロジェクト研究体制を構築するとともに，

高知県の教育課題について諸機関との協議をもちながら，プロジェクトの課題を決め，

例えば，幼小連携，小中連携，特別支援教育，英会話，理科が好きな子ども育成等，

具体的な研究を行う。 

平成 21 年度は，学部と附属学校園の組織的な共同研究をさらに推進し，地域の教育

課題の解決にどのように寄与し得るか等，成果と課題を検証し，地域貢献に一層努め

る。 
また，プロジェクト研究体制のもと，異文化交流や英語教育についての研究を推進

する。 

 

156) 大学・学部と連携・協力し，特別支援教育が必要な子どもに対する，心身の発達に応

じた教育の在り方についての研究を進める。 

・附属学校園は特別支援教育総合センター（仮称）の設立や，特別支援教育をサポート

する教育相談業務に協力するとともに教育学部・医学部・附属教育実践総合センター

と共同したプロジェクト研究に協力する。 

平成 21 年度は，特別支援教育相談室の活動を引き続き行い，前年度設立した「高知

発達障害研究プロジェクト」を機能させ，県との連携のもと発達障害の基礎研究から
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包括的な支援体制の検証研究までの総合的な研究を推進する。 
 
②学校運営の改善に関する具体的方策 

157) 通学，学校生活全般における安全確保を目指した校舎等の施設・設備の改修・整備に

努め，併せて防犯教育や教職員の研修を行うとともに，確かな学力の向上，必要な子ど

もに対する個別支援教育計画の策定等，個に応じた指導体制の確立を目指す。 

・防犯や耐震強化及び教育・研究活動の充実を図るため，校舎・園舎等の改修・整備を

早急に進める。 

平成 21 年度は，「附属学校園の防災と学校生活の安全対策に関するマニュアル」に

基づき，防犯・防災及び学校生活の安全対策について計画的に整備を行う。 

また，附属学校園の安全確保のため，耐震強化を考慮した校舎・園舎等の改修・整

備を推進する。 

・多様な教育課題に応じた実践研究や，幼稚園・小学校・中学校の連続性の課題を踏ま

えた一貫連携教育及び特別支援学校との交流教育を推進する。確かな学力の向上，必

要な子どもに対する個別支援教育計画の策定等，個に応じた指導体制の確立を目指す。 

平成 21 年度は，これまでの幼小中一貫連携教育，特別支援学校との交流教育につい

て総括する。また，下記の事項についても実施する。 

(1)幼小中の連絡進学の在り方について，見直しを継続するとともにこれまでに見直

された内容を実施する。 

(2)児童生徒の学習効果を強化するために引き続き放課後チューター制度や学生ボラ

ンティアを積極的に活用する。 

(3)災害時の家庭用マニュアルを配付し，防災体制を一層強化する。 
 
158) 学校評議員制度を活用し，学校運営についての点検・評価を行い，学校としての説明

責任を果たすために，学校評価と情報提供を推進する。 

・評価検討委員会を組織し，評価項目を作成，自己評価及び外部評価を実施し，結果の

分析等を行い，教育活動の改善に生かすとともに情報公開につとめ，開かれた学校づ

くりを推進する。 

平成 21 年度は，児童生徒，保護者，学校評議員，教員による「学校関係者評価」を

継続して行い，その結果を分析・公表するとともに教育活動の改善に活かす。 

また，平成 19 年度実施した「第三者による外部評価」の結果を学校運営の更なる改

善に活かすとともに，情報公開にも努め，開かれた学校づくりを推進する。 

 

③附属学校の目標を達成するための入学者選抜に関する具体的方策 

159) 学級規模や附属学校園の教育研究機能を踏まえた適正な入学定員枠等に関して検討す

る。 

・学校規模や入学定員等に関する全国附属学校の動向を把握し，引き続き設置した「教

員定数見直し委員会」，「学級定数見直し委員会」で引き続き検討する。 

平成 21 年度は，附属学校園で入学者選抜の方法について，学級定数に関することも

含め，これまで検討した内容を実施する。 

また，教員定数についても検討を継続し，学校の課題改善に繋がる適切な教員数の

見直しを行う。 

 

④公立学校との人事交流に対応した体系的な教職員研修に関する具体的方策等 

160) 高知県における研究・研修活動の中心的な役割を果たすことのできる人材の育成に寄

与する人事交流を推進する。 

・高知県教育委員会との人事交流協定書及び覚書きに基づく円滑な人事交流を推進する。

そのために人事交流の在り方や内容に関して協議する連絡協議会を定期的に開催し，

人事交流上の諸課題について長期的・計画的な視野に立った検討を進める。 

平成 21 年度は，定例化した「国立大学法人高知大学教育学部・高知県教育委員会と
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の連携協議会」を継続して行い，人事交流や管理職の在り方や教員の待遇改善に関す

る検討も含め，附属学校園，高知県教育委員会双方にとって，実効のある人事交流を

推進する。 

・附属学校園においては教員の資質向上に向けて，管理職を含めて教員の組織体制を見

直す。 

平成 21 年度は，附属学校園において，管理職の在り方・体制についても継続して検

討するなど，より良い学校園運営が可能となるよう教員の組織体制を見直す。 

 
161) 学部・高知県教育委員会等との協力体制を整備し，現職教員の研修の場の提供等を行

う。 

・高知県教育委員会等の現職教員の研修に関して高知県教育委員会等と協議を行い，附

属学校園が寄与できる内容について検討する。附属学校園教員については，研修体系

プログラムを作成し，高知県における研究・研修のリーダーとしての自覚と力量アッ

プを図る。 

平成21年度は，教育学部と高知県教育委員会が連携協議会の下で，現職教員の研修

に積極的に関わり，附属学校園は，これに寄与する。 

また，附属学校園教員は，個々の研修プログラムを作成・実施するとともに，高知

県における研究・研修のリーダーとしての自覚と力量アップを図る。 

 

 

（４）附属図書館に関する目標を達成するための措置 

①教育支援に関する目標を達成するための措置 

162) 学習に必要な資料を充実させるとともに，授業に密着した情報提供機能の強化及びガ

イダンスの充実を図る。また，留学生のための利用案内を整備し，増加する留学生への

対応を図る。さらに，開かれた大学図書館を目指し，中央館のウイークデー開館延長を

検討する。 

・教育活動を支援するため，最新の図書館資料の提供に努め，カリキュラムを反映した

教材用図書・参考図書等の収集を行う。また，医学部分館において授業の一環として

実施中の「医療情報」及び新入生講習会を継続し充実を図るとともに，中央館や農学

部分館における新入生ガイダンスの充実にも努める。さらに留学生に対するサービス

向上のため環境整備の強化を図るとともに，利用者全員が最大限に利用できるよう，

ニーズに対応した利用時間について検討する。 

平成 21 年度も引き続き，下記の事項を実施する。 

(1)シラバス掲載図書の継続的な収集を図るとともに，利用促進のための問題点を整

理し利用者に迅速に供給する。 

(2)蔵書の複本調整を継続して実施し，OPAC（オンライン利用者目録）に登録されて

いない図書資料について，遡及入力をする。 

(3)授業の一環として「大学基礎論」，「医療情報」及び「看護研究」等の継続と「図

書館リテラシー教育プラン」を引き続き検討し，講習会等の充実を図るとともに，

利用者教育を担当できる職員を育成する。 

(4)中央館の開館時間を 21 時まで引き続き延長する。 

 

②研究支援に関する目標を達成するための措置 

163) 研究上必要とする最新の学術研究資料及び電子コンテンツ（電子ジャーナルやデータ

ベース等）の充実を図るとともに，学内で刊行される研究成果の電子化と情報発信の支

援を行う。 

・研究ニーズを反映した資料を収集し，資料の新着情報を提供するとともに，最新の情

報を迅速に得るための電子ジャーナル，データベース等の充実を図る。さらに，学内

研究者による研究成果を収集し，電子化及び情報発信の支援に努める。 

平成 21 年度は，前年度に引き続き，評価のためのツール，学術情報ナビゲーション
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サービス，電子ジャーナル及びデータベース等の継続利用を図り，サービスの向上に

寄与する。 

また，機関リポジトリに関しては，「高知大学学術情報リポジトリ」のコンテンツ

を収集し，内容をより充実させる。 

 

③社会との連携に関する目標を達成するための措置 

164) 県内の公共図書館や医療機関図書室との連携を図り，市民の生涯学習支援を充実させ

るとともに，国立情報学研究所が行うメタデータベース構築に参画し，大学情報発信の

支援に努める。 

・本学の地域貢献の一環として，県内の図書館関係者との連携を図り，地域の図書館関

係者への講習会等実施するとともに，市民の生涯学習支援に努める。さらに，国立情

報学研究所を通じて，国内の大学・研究機関がネット上で発信しているメタ情報（二

次情報）のデータベース化構築事業に参加し，本学研究者の研究成果を広く国内外に

発信するための支援に努める。 

平成 21 年度も引き続き，下記の事項を実施する。 

(1)地域貢献策の一環として，県教委及び県立図書館と共催し，「県内図書館職員の

集い」を開催することで，県内公共図書館との連携をより充実させる。 

(2)県立図書館の物流システムを利用した「相互貸借利用サービス」を充実させる。 

(3)「高知大学学術情報リポジトリ」のコンテンツを収集し，内容をより充実させる。 

(4)総合情報センター（図書館）の所蔵資料を利用した「特別展示会」を開催する。 

 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

165) 大学運営を円滑にするため，運営体制の改善を図る。 

・現有の学内共同利用施設の機能を教育，研究，地域連携及び情報に再編設置した４つ

のセンターと，教育，研究，地域連携に経営・管理を加えた４推進本部体制，それら

の中心に位置する企画戦略機構の役割分担等について見直し等を図り充実・発展させ

ることにより，更なる大学運営体制の円滑化を図る。 

平成 21 年度は，各センターの運営戦略室等で，戦略的な運営及びプロジェクト事業

を企画し，その充実を図るとともに，企画戦略機構と更なる連携を図り，大学活性化

に向けた企画立案，戦略策定機能を充実強化し，大学運営体制の円滑化をより充実す

る。 

 

166) 大学運営についての企画，実行，評価を円滑にするための教職員による情報共有シス

テムを構築する。 

平成 20 年度までで事業終了のため，平成 21 年度は計画なし 

 

167) 学部長を中心とした機動的・戦略的な学部運営を補佐する体制を構築する。 

平成 19 年度までで事業終了のため，平成 21 年度は計画なし 

 

168) 教育研究に関する見識と運営能力の両方を備えた人材を効果的に配置し，学部運営の

改善と迅速化を図る。 

平成 21 年度は，自己評価制度等を活用した人材の発掘を行う。また，各学部等で前

年度に引き続き計画内容を検討し，学部運営の改善と迅速化を促進する。 

 

169) 業務全般にわたる管理運営について，運営の効率化及び高度化の増進に寄与する内部

監査システムを構築する。 

・学長のもとに設置された法人監査室により，業務全般について定期，不定期に監査を

行い，業務運営の改善等の助言・勧告，並びに効率化や高度化についての提言を行う。 
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法人監査室の人員が専任化されて２年目となる平成 21 年度は，監査計画の見直しを

行い，監査項目及び内容をより一層充実する。 

また，会計監査人や監事との連携を強化し効率的で効果的な監査の実施に努めると

ともに，フォローアップ監査も積極的に実施し，改善状況等についても監査結果のデ

ータベースに取り込み，情報の共有及び活用を図り，より一層の業務運営の効率化，

高度化を図るための助言，提言を行う。 

 

170) 学内資源配分については，全学的視点から戦略的に行うこととし，事後評価を資源配

分に反映させるシステムを構築する。 

・限られた学内資源「人（職員），物（施設・設備），金（財源）」を，全学的視点に

立って戦略的に活用するために，計画，資源配分，実施後の評価を行う。 

平成 21 年度は，人的資源について，部局単位に実施状況の検証を行い,「総人件費

削減計画」を着実に実施する。 

物的資源については，施設の現況を調査分析し，共用研究スペースの確保等に努め

るとともに非効率施設等の有効活用を図る。 

財源については，前年度予算の執行状況を検証し，より効率的な予算配分を実施す

るとともに，研究経費については，教員の総合的活動自己評価等から得られるデータ

を活用した，より戦略的な資源配分を行う。 

 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

171) 教育研究組織の編成・見直しのために専門の部門を設ける。 

・本学の理念や目的に則り，教育研究組織の見直しのための中長期的計画を策定し，自

己点検評価を行うとともに，社会的ニーズや時代の趨勢あるいは第三者等評価をも勘

案した教育研究組織の見直しを行うことができるシステムを構築する。 

・本学の教育研究組織を見直すため，企画戦略機構を設置し，その下部組織として教育

推進本部，研究推進本部，地域連携推進本部，経営・管理推進本部を設け，教育・研

究・地域連携・経営管理の在り方を企画，分析及び実施する。 

・柔軟かつ機動的な運営を目指し教育組織と分離された教員組織について，教育研究組

織の編成・見直しのためのシステムを設ける。 

平成 21 年度は，柔軟かつ機動的な運営を目指し教育組織から分離された教員組織に

ついて，新たな教員評価，組織評価及び予算配分の方針を策定し，教育研究組織の編

成・見直しのためのシステムを設ける。 

 

 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（１）教員の人事の適正化に関する具体的方策 

172) 採用人事は公募制を原則とし，研究業績に加えて，教育能力，教育業績及びその意欲

を審査し評価する制度を導入する。 

平成 21 年度は，公募制の基本方針に沿って原則公募を行い，研究業績，教育能力，

教育業績及びその意欲を評価する。 

また，教員の選考に関し，新しい教員組織に対応した全学委員会の下で公正かつ厳

正な審査を行う。 

 

173) 活性化した教育研究を維持するため柔軟で多様な人的配置を図り，各部門において適

正な人的構成を図る。 

・教育組織と分離した教員組織について，活性化した教育研究を維持するための柔軟で

多様な人的配置を図り，各部門において適正な人的構成を図る。 

平成 21 年度は，教員組織の部門構成の見直しを行うとともに，新たな運営体制の下

で，活性化した教育研究を維持するための柔軟で多様な人的配置を行い，各部門にお
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いて適正な人的構成を構築する。 

 

174) 教員の評価に資するために教育，研究，診療，学生支援，社会貢献，管理運営におけ

る活動を考慮した人事評価システムを構築する。 

平成 21 年度は，引き続き本学独自の自己評価システムと人事評価システムとのイン

ターフェイスについて検討を行い，大学院改組に伴う新たな教員組織に対応し，各部

門等の教育・研究の目標やその特徴，独自性を加味した人事評価システムを構築する。 
 

175) 任期制の段階的導入を目指す。任期制教員の再任は部局で評価方法を検討し導入する。 

平成 21 年度は，任期制の段階的な導入を図る。任期制教員の再任は部局で評価方法

を検討し導入する。 
 

176) 採用，昇任にあたっては公正な審査及び評価制度（自己申告，自己点検，相互評価や

外部評価等を含む）を導入する。 

・公正な審査及び評価システムによる人事制度の構築により，競争力並びに活力のある

組織作りを行う。 

平成 21 年度は，引き続き採用，昇任における公正な審査及び評価を実施する。 

また，本学独自の自己評価システムと人事評価システムとのインターフェイスにつ

いて検討を行い，大学院改組に伴う新たな教員組織に対応し，各部門等の教育・研究

の目標やその特徴，独自性を加味した人事評価システムを構築する。 
 

177) 教員構成の多様化を図るため，現在の女性教員の２割増，外国人教員の２割増の実現

を目指す。 

・社会の国際化及び男女共同参画に向けた取り組み等に対応するため，大学の教員構成

の多様化を図り，現在の女性教員の２割増及び外国人教員の２割増を目標とする。 

平成 21 年度は，引き続き公募制の基本方針に沿って多様な人材を求め，公募実施状

況を調査し，目標到達に向け，教員構成の多様化を行う。 
 

（２）専門技術系職員の人事の適正化に関する具体的方策 

178) 技術系職員の採用は，その専門分野についてより高度の知識を修得した者を学内外か

ら公募する。 

平成 21 年度は，引き続き全学の技術系職員の配置の適正さを調査・分析し，見直し

を行う。また，採用にあたっては原則公募で採用を実施する。 

 

179) 技術系職員の専門性の向上を図るとともに，各種研修への積極的な参加を促進する。 

・現在配置されている技術系職員の再教育を兼ねて研修への参加を促し，資質の向上を

図るとともに，その技術の専門性を考慮し，適材配置を図る。 

平成 21 年度は，前年度の研修実績を基に研修計画等を検討し，実施する。 

 

（３）事務系職員の人事の適正化に関する具体的方策 

180) 事務系職員の採用に当たっては，中国・四国地区の国立大学法人が統一して実施する

採用試験を利用し，大学独自の採用方針に反映させる。 

・事務系職員の採用にあたっては，大学の事務組織改編を考慮するとともに計画的な採

用プランを作成し，毎年見直しをかける。 

平成 21 年度は，前年度に引き続き中国・四国地区の職員採用統一試験を利用する。 

また，独自の職員採用プランについても検討する。 
 

181) 適材適所な人材配置と職員の士気向上を図るため，適正な評価基準及び評価結果を反

映させ得る人事評価システムを導入する。 

・事務系職員の適正な処遇，育成，インセンティブの付与等を図るため人事評価システ



 - 46 - 

ムを新たに構築する。 

平成 21 年度は，事務系職員に対し人事評価結果を処遇に反映するための人事評価シ

ステムを構築する。 

また，附属学校教員，技術系職員等の人事評価システムを構築する。 
 

182) 業務運営において特別の専門性や民間的手法を必要とする業務については，外部に人

材を求めるとともに，事務職員の能力向上のための研修を導入する。 

平成 21 年度は，前年度に引き続き外部人材の活用職種，受け入れ方針及びその体制

を検討し，実施する。 
 

（４）中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策 

183) 全学的な視点から，全体の教職員に係る人件費管理を一体的に行い，適正かつ効率的

な人事管理を推進する。 

平成 21 年度は，本学が定めた「総人件費削減計画」に基づき，人件費の管理を一体

的に行うとともに，人件費の削減計画の達成状況を確認し，検証を行う。 

 

184) 総人件費改革の実行計画を踏まえ，平成21年度までに概ね４％の人件費の削減を図る。 

平成 21 年度は，概ね４％の人件費削減を目標とする「総人件費削減計画」を着実に

実施するため，概ね１％の削減を図るとともに，人件費削減目標に対する達成状況を

確認し，検証を行う。 

 

 

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

185) 職員の意識改革，能力開発のため，研修を整備するとともに学内外からの意見を積極

的に取り入れ，業務の効率化・合理化を図る。 

平成 21 年度は，大学を取り巻く環境の変化に対応するために，意識改革や能力開発

のための研修及び業務分析を行い，学内外の意見を取り入れるとともに，前年度まで

の業務改善提案制度を見直し，業務の効率化・合理化を推進する。 
 

186) 行政の稟議制という多層からなる決裁システムを見直し，迅速で簡易な決裁が行える

システムを構築する。 

・迅速な意思決定が行われるよう，決裁・文書管理システムを構築する。また，決裁の

簡素化・ペーパーレス化を進める。さらに，権限を委譲することで，迅速な業務の遂

行を図る。 

平成 21 年度は，教員組織と教育組織の分離に伴う決裁ルートの多様化が各部署にお

ける迅速な意思決定・業務遂行の妨げとならないような各々の特性に応じた業務遂行

体制に改善する。 

 

187) 業務の効率化を図るためアウトソーシングに関する指針を定め，それを実行する。 

・現在実施している業務全般について検証し，効果的かつ効率的な実施が可能となるよ

う，アウトソーシング化を前提とした実施方策を策定し，経費の節減を図るためにも，

アウトソーシング化を推進する。 

また，業務の効率化について検証する。 

平成 21 年度は，これまでアウトソーシングした業務について総点検を行い，より効

果のあるものとするとともに，他の業務について，アウトソーシング化を推進する。 

また，業務の効率化・合理化の総点検を行うとともに，障害者の就業機会の拡大や

高年齢労働力の活用の観点を含めて検討し，実施に移す。 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

188) 科学研究費補助金，受託研究費，奨学寄附金等の外部研究資金獲得のための戦略を策

定し，それを評価するシステムを設け，外部研究資金獲得の推進を図るため，以下のこ

とを行う。 

①外部研究資金獲得に関する情報収集，情報提供を行い，情報の共有化を図る。 

②外部研究資金を獲得し大学に寄与した教員，または部局を報賞するインセンティブ

制度（研究費の増加配分等）を設ける。 

・外部研究資金獲得のための戦略策定及びその評価等を行う体制の整備や，外部研究資

金に係る学内説明会等を開催するとともに，募集情報等を一元的に管理・提供する。 

平成 21 年度は，引き続き外部研究資金獲得のための戦略策定及び評価等を「科学研

究費等競争的資金獲得のためのタスクフォース」の下で実施する。併せて外部研究資

金獲得者に対する更なるインセンティブの付与を図る。 

また，外部研究資金に係る学内説明会等の定期開催のあり方や方法について見直す

とともに，競争的資金の募集情報等を一元的に管理・提供する。 

 

189) 大学の人的・物的・知的資源の有効活用により多様な収入源の確保に努める。 

・本学が有する各種資源について，データベース化を図り，インターネット等を活用し

て社会に対して積極的に情報提供等を行い，利用者の拡大を図る。 

平成 21 年度は，本学が有する各種資源について，引き続き積極的に各方面に情報提

供等を行うとともに，共同研究事業の拡大や各種公開講座等の実施，施設開放等の活

動を行う。  

また，各省庁や企業等からの外部資金獲得を目指して，自治体や産業界等と連携し，

地域再生，地域活性化を目的としたプロジェクト研究を企画・実施する。 

 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

190) 光熱水費や消耗品費等の管理経費について，具体的な削減目標を定め，全学で計画的

な経費節減に努める。 

・具体的な削減目標額を毎年度設定し，ペーパーレス化の推進や光熱水費の節約等によ

り，管理経費の削減に努める。 

また，管理経費の削減状況について検証を行う。 

平成 21 年度は，管理経費の削減状況に関する総点検を行うとともに,引き続き経費

節減を推進するため，経費節減目標を定め，管理経費の更なる節減，意識啓発を行う。 

 

191) 事務処理対象，方法等について見直しを行い，組織，人員配置，アウトソーシング等

について検討し，人件費の抑制に努める。 

平成 21 年度は，前年度に引き続き，現行事務の処理対象・方法等について，その廃

止やアウトソーシング化を含めた見直しを実施し，適正な人員配置による機動的な組

織体制の整備を図るとともに，人件費の抑制に努める。 
 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

192) 知的資産のデータベース化を行い，学内外に向けて有効利用のための情報を提供する。 

・特許等の内容をデータベース化するとともに知的財産部門等のホームページで公開し

産学官連携及び地域貢献の推進を図る。 

平成 21 年度は，引き続き特許を公開するとともに，知的財産を管理・活用し，産学

官連携を推進する。 
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193) 現存施設の利用目的・方法を見直すとともに，申請に基づき利用計画を策定し，利用

状況を評価し，効率的な施設の運用を図る。 

・教育研究施設，福利厚生施設や体育施設等現存施設について，地域住民等学外への開

放及び学内の利用を一層推進する。 

また，実施した事業の検証を行う。 

平成 21 年度は，職員宿舎の有効利用を図るため，入居対象者の拡大を行う。 

また，効率的な施設の運用を図るとともに，これまでの利用状況を分析し，利用促

進のための方策を検証する。 

 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

194) 評価の充実を図るため，点検・改善を繰り返し行う評価スパイラルシステムを導入す

る。 

・「教員の総合的活動自己評価」及び同評価結果に基づく学内各部局による「組織評

価」（自己評価）を継続して実施する。 

平成 21 年度は，教員の総合的活動自己評価及び組織評価を継続して実施する。 

 

 

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 

195) 戦略的な広報を企画する体制を学長・担当理事のもとに整備する。 

・平成 17 年度に策定した広報基本方針に則り，広報実施方策の具体化について検討を

行う。 

平成 21 年度は，広報基本方針に則り，前年度に策定した第２次広報活動実施計画に

基づき，さらに積極的な広報活動を展開する。 

 

196) 大学の情報全般を様々なメディアを用いて分かりやすく公表するとともに，本学に対

する意見や要望を広く聴く機会を設ける。 

平成 21 年度は，前年度に策定した第２次広報活動実施計画に基づき，大学全般とし

ての広報活動，志願者の拡大と入学者の確保及び就職先の拡大と確保のため広報活動

を展開するとともに，地域の大学として積極的に県民に対して広報活動を展開する。 

(1)大学案内を改訂し，「地域の大学」として本学の魅力（特色ある教育システム，

研究事項，就職支援活動状況など）を受験生に積極的にアピールする。 

(2)大学のイメージ戦略としての広報活動の一環として，学章（シンボル）はもとよ

り学歌の活用を推進する。 

(3)大学広報誌の年４回の発行など，種々の広報活動を実施する。 

(4)積極的なプレスリリースを継続し，本学の教育・研究活動等の取組状況をアピー

ルする。 

(5)同窓会・後援会に向けての効果的な情報提供方法を行う。 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置 

197) 全学一元の施設マネジメントを実施する。 

・トップマネジメント体制を構築し，定期的な点検調査等を行い，南海地震対策を含め

た施設整備計画及び施設維持保全計画を策定する。併わせて非効率施設の改善を図る。 

平成 21 年度は，前年度までに行った施設マネジメントについての検証結果に基づき，

各マネジメントの観点より，施設・設備について施設整備計画及び施設維持保全計画

を策定する。 
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198) 施設の劣化等の状況把握と安全性，信頼性を確保するための予防的修繕（プリメンテ

ナンスの導入）を行う。 

平成 21 年度は，前年度に行った施設パトロールの結果に基づき，施設保全検討会に

おいて，中長期的な予防的修繕計画を策定し，年次的に整備を実施する。 

 

199) 施設マネジメントを担う人材の育成に努める。 

平成 21 年度は，引き続き施設マネジメントを担う人材を育成するために，学外研修

等を計画し，実施する。 
 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

200) 労働安全衛生法等の法令に基づく安全管理に関する資格保有者の確保，職場環境の充

実，機械・器具及び危険物・有害物質等の厳正な保守・管理の徹底，規制対象作業場

（実験室等）の改善等，快適な作業環境の維持・整備に努める。 

・危険物等の現状把握を行い，不用物品（薬品）等の廃棄を進めるとともに，関係職員

に対する安全衛生に関する意識啓発を行う。 

平成 21 年度は，引き続き危険物等の保管状況等の調査を実施し，不用物品（薬品）

等を段階的に廃棄する。 

また，関係職員に対する意識啓発を図るため学内掲示板による周知のみならず，専

門家による講演を実施する。 

さらに，衛生管理者等資格の取得促進を引き続き図る。 

 

201) 南海地震対策を行う。 

イ，関係自治体や消防署，大学周辺地区との連携・協力体制を構築する。 

ロ，建物，施設，設備の点検を定期的に行う。  

ハ，南海地震対策のパンフレットを作成し，学生教職員に配布する。 

ニ，防火，防災に関する講演会を実施する。 

・大学キャンパスが避難場所として機能するために必要となる事項等について検討し，

その整備に努める。また，岡豊キャンパスにあっては，地方自治体と連携し，防災医

療の拠点病院として貢献できるよう病院整備の充実を図る。 

また，防災体制について検証を行う。 

平成 21 年度は，防災対応策の実施状況,防災体制についての総点検を行うとともに,

引き続き耐震性の低い施設から順次整備を行うほか，防災訓練を実施するなど，防災

意識の高揚を図る。また，附属病院においては，災害支援病院としての役割を果たす

ための訓練を行うことにより，災害時の受け入れ態勢を万全なものとする。 
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む），収支計画及び資金計画 
 
別紙参照 

 
 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

○短期借入金の限度額 

１．短期借入金の限度額 

２７億円 

 

２．想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として

借り入れすることも想定される。 
 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

○重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

附属病院施設整備及び附属病院設備整備に必要となる経費の長期借入にあたっては，

本学附属病院の土地，建物を担保に供する。 
 
 

Ⅸ 剰余金の使途 

○決算において剰余金が発生した場合は， 

・教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 
 

Ⅹ その他 

１ 施設・設備に関する計画 

 

施設・設備に関する計画 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 

 
 
・耐震対策事業 
 
・医学部定員増に伴う学生
教育用施設整備 

 
・病院特別医療機械整備 
 
・小規模改修 
 

総額 
 

1,144 

 
 
施設整備費補助金  （  938）
 
国立大学財務・経営センター 
施設費交付金    （   59）
 
長期借入金     （  147）
 

（注１）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や

老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。 

 

２ 人事に関する計画 

 
別紙参照 

 

（参考１）２１年度の常勤職員数    １,２７１人 

また，任期付職員数の見込みを ２９５人とする。 

（参考２）２１年度の人件費総額見込み  １３,８７６百万円（退職手当は除く） 
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（別紙） 
○予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 
○人事に関する計画 
 
（別表） 
○学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数 



（別紙）予算（人件費の見積りを含む），収支計画及び資金計画

（単位：百万円）
区分 金額

収入
運営費交付金 9,638
施設整備費補助金 938
船舶建造費補助金 0
施設整備資金貸付金償還時補助金 0
補助金等収入 49
国立大学財務・経営センター施設費交付金 59
自己収入 13,744
授業料及入学金検定料収入 3,238
附属病院収入 10,347
財産処分収入 0
雑収入 158
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,135
引当金取崩 106
長期借入金収入 147
貸付回収金 0
承継剰余金 0
目的積立金取崩 1,060

計 26,879
支出
業務費 20,110
教育研究経費 9,865
診療経費 10,245
一般管理費 3,479
施設整備費 1,144
船舶建造費 0
補助金等 49
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 1,135
貸付金 0
長期借入金償還金 959
国立大学財務・経営センター施設費納付金 0

計 26,879

［人件費の見積り］
   期間中総額 １３,８７６百万円を支出する（退職手当は除く）。
　　（うち，総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額 １０,５９５百万円）

※「運営費交付金」のうち，平成２１年度当初予算額 ９,６３３百万円，前年度よりの
　繰越額のうち使用見込額 ５百万円。

※「施設整備費補助金」のうち，前年度よりの繰越額 ９３８百万円。

※「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち，前年度よりの繰越額からの
　　使用見込額 １００百万円。

［運営費交付金の算定ルール］
　　別紙のとおり

平成２１年度 予算

１． 予  算



［運営費交付金算定ルール］

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

〔学部教育等標準運営費交付金対象事業費〕
「一般管理費」：管理運営に必要な職員（役員含む）の人件費相当額及び管理運営経費
の総額。Ｌ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＬ（ｙ）。

「学部・大学院教育研究経費」：学部・大学院の教育研究に必要な設置基準上の教職員
の人件費相当額及び教育研究経費の総額。Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＤ
（ｙ）。（Ｄ（ｘ）は，設置基準に基づく教員にかかる給与費相当額。）

「附属学校教育研究経費」：附属学校の教育研究に必要な標準法上の教職員の人件費
相当額及び教育研究経費の総額。Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＤ（ｙ）。（Ｄ（ｘ）
は，標準法に基づく教員にかかる給与費相当額。）

「教育等施設基盤経費」：教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必
要となる経費。Ｆ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＦ（ｙ）。

〔学部教育等標準運営費交付金対象収入〕
「入学料収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額。（平成１
５年度入学料免除率で算出される免除相当額については除外）

「授業料収入」：当該事業年度における収容定員数に授業料標準額を乗じた額。（平成１
５年度授業料免除率で算出される免除相当額については除外）

〔特定運営費交付金対象事業費〕
「学部・大学院教育研究経費」：学部・大学院の教育研究活動の実態に応じ必要となる教
職員の人件費相当額及び教育研究経費の総額。Ｄ(ｙ－１)は直前の事業年度におけるＤ
(ｙ)。
「附属学校教育研究経費」：附属学校の教育研究活動の実態に応じて必要となる教職員
の人件費相当額及び教育研究経費の総額。Ｄ(ｙ－１)は直前の事業年度におけるＤ(ｙ)。

「教育研究診療経費」：附属病院の教育研究診療活動に必要となる教職員の人件費相当
額及び教育研究診療経費の総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＥ（ｙ）。

「附置研究所経費」：附置研究所の研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事
業経費の総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＥ（ｙ）。

「附属施設等経費」：附属施設の研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業
経費の総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＥ（ｙ）。

「特別教育研究経費」：特別教育研究経費として，当該事業年度において措置する経費。

「特殊要因経費」：特殊要因経費として，当該事業年度に措置する経費。

〔特定運営費交付金対象収入〕
「その他収入」：検定料収入，入学料収入（入学定員超過分），授業料収入（収容定員超
過分），雑収入。平成１６年度予算額を基準とし，中期計画期間中は同額。

〔附属病院運営費交付金対象事業費〕

「一般診療経費」：附属病院の一般診療活動に必要となる人件費相当額及び一般診療経
費の総額。平成１６年度予算額を基準とし，中期計画期間中は同額。

「債務償還経費」：債務償還経費として，当該事業年度において措置する経費。

「附属病院特殊要因経費」：附属病院特殊要因経費として，当該事業年度に措置する経
費。



⑱

：一般診療経費（⑮），債務償還経費（⑯），附属病院特殊要因経費（⑰）を対象。
：附属病院収入（⑱）を対象。（Ｊ’（ｙ）は，平成１６年度附属病院収入予算額。Ｋ（ｙ）
は，「経営改善額」。）

      【 諸 係 数 】
： 効率化係数。△１％とする。

〔附属病院運営費交付金対象収入〕

「附属病院収入」：附属病院収入。Ｊ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＪ（ｙ）。

          運営費交付金   ＝   Ａ（ｙ）＋ Ｂ（ｙ）＋ Ｃ（ｙ）

１．毎事業年度の教育研究経費にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付金に
ついては，以下の数式により決定する。

     Ａ（ｙ）＝ Ｄ（ｙ）＋ Ｅ（ｙ）＋ Ｆ（ｙ）＋Ｇ（ｙ）－ Ｈ（ｙ）

（１）Ｄ（ｙ）＝ ｛Ｄ（ｙ－１）×β（係数）×γ（係数）－Ｄ（ｘ）｝×α（係数）＋Ｄ（ｘ）
（２）Ｅ（ｙ）＝ Ｅ（ｙ－１）×β（係数）×α（係数）
（３）Ｆ（ｙ）＝ Ｆ（ｙ－１）×α（係数）± ε（施設面積調整額）
（４）Ｇ（ｙ）＝ Ｇ（ｙ）
（５）Ｈ（ｙ）＝ Ｈ（ｙ）

Ｄ （ｙ）：学部・大学院教育研究経費（②，⑦），附属学校教育研究経費（③・⑧）を対象。
Ｅ （ｙ）：教育研究診療経費（⑨），附置研究所経費（⑩），附属施設等経費（⑪）を対象。
Ｆ （ｙ）：教育等施設基盤経費（④）を対象。
Ｇ （ｙ）：特別教育研究経費（⑫）を対象。
Ｈ （ｙ）：入学料収入（⑤），授業料収入（⑥），その他収入（⑭）を対象。

２．毎事業年度の診療経費にかかる附属病院運営費交付金については，以下の数式により決定す
る。

    Ｂ（ｙ）＝ Ｉ（ｙ）－ Ｊ（ｙ）

（１）Ｉ（ｙ）＝ Ｉ（ｙ）
（２）Ｊ（ｙ）＝ Ｊ（ｙ－１）＋Ｋ（ｙ）
     ［Ｋ（ｙ）＝Ｊ’（ｙ）×λ（係数）－Ｊ’（ｙ）］

〔その他〕附属病院運営費交付金算定ルールは，診療分の運営費交付金を受ける附属
病院のみ適用。

Ｉ （ｙ）
Ｊ （ｙ）

３．毎事業年度の一般管理費等にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付金に
ついては，以下の数式により決定する。

     Ｃ（ｙ）＝ Ｌ（ｙ）＋ Ｍ（ｙ）

（１）Ｌ（ｙ）＝Ｌ（ｙ－１）×α（係数）
（２）Ｍ（ｙ）＝Ｍ（ｙ）

          Ｌ （ｙ）：一般管理費（①）を対象。
          Ｍ （ｙ）：特殊要因経費（⑬）を対象。

α（アルファ）



： 教育研究政策係数。物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を
総合的に勘案して必要に応じ運用するための係数。各事業年度の予算編成過程
において当該事業年度おける具体的な係数値を決定。なお，物価動向等の社会
経済情勢等を総合的に勘案した係数を運用する場合には，一般管理経費につい
ても必要に応じ同様の調整を行う。

： 教育研究組織係数。学部・大学院等の組織整備に対応するための係数。各事業
年度の予算編成過程において当該事業年度おける具体的な係数値を決定。

ε（イプシロン） ： 施設面積調整額。施設の経年別保有面積の変動に対応するための調整額。各事
業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定。

： 経営改善係数。２％とする。平成１７年度以降，中期計画期間中に相当程度の収
支改善を求めるための係数。

注）

注）

注）

注）

注）

注）

注）

注）

注）

β（ベータ）

γ（ガンマ）

λ（ラムダ）

運営費交付金は上記算定ルールに基づき，一定の仮定の下に試算されたものであり，
各事業年度の運営費交付金については，予算編成過程においてルールを適用して再計
算され，決定される。なお，運営費交付金で措置される「特別教育研究経費」「特殊要因
経費」については，１７年度以降は１６年度と同額として試算しているが，教育研究の進展
等により所要額の変動が予想されるため，具体的な額については，各事業年度の予算
編成過程において決定される。

施設整備費補助金，船舶建造費補助金，国立大学財務・経営センター施設費交付金，長
期借入金収入は，別添１の「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。

施設整備資金貸付金償還時補助金は，償還計画に基づく所要額を計上している。

　自己収入，産学連携等研究収入及び寄付金収入等については，運営費交付金の算定
ルール及び平成12年度～14年度の実績額（平均）により試算した収入予定額を計上して
いる。
産学連携等研究収入及び寄付金収入等は，版権及び特許権等収入を含む。

業務費，施設整備費，船舶建造費については，運営費交付金の算定ルール及び過去の
実績額を基に試算した支出予定額を計上している。

　産学連携等研究経費及び寄付金事業費等は，産学連携等研究収入及び寄付金収入
等により行われる事業経費を計上している。

長期借入金償還金については，償還計画に基づく所要額を計上している。

運営費交付金算定ルールに基づく試算において「教育研究政策係数」「教育研究組織係
数」は１とし，また，「施設面積調整額」については，面積調整はないものとして試算してい
る。



（単位：百万円）
区分 金額

費用の部
経常費用 25,007
業務費 22,889
教育研究経費 2,001
診療経費 5,719
受託研究費等 629
役員人件費 251
教員人件費 7,564
職員人件費 6,722
一般管理費 556
財務費用 0
雑損 0
減価償却費 1,561
臨時損失 0

収入の部
経常収益 24,747
運営費交付金収益 9,322
授業料収益 2,760
入学金収益 387
検定料収益 90
附属病院収益 10,347
受託研究等収益 629
補助金等収益 49
寄附金収益 490
財務収益 40
雑益 173
資産見返運営費交付金等戻入 211
資産見返補助金等戻入 0
資産見返寄附金戻入 80
資産見返物品受贈額戻入 162
臨時利益 0

純利益 △ 260
目的積立金取崩益 111
総利益 △ 148

平成２１年度  収支計画

２． 収支計画



※収支計画の損益が均衡しない理由

１．附属病院
　　「予算」の自己収入の内訳である「附属病院収入」と同額が，「収支計画」の収入の部「附属
　病院収益」に計上されている。この中には平成２１年度返済予定の財務・経営センター債務負
　担金償還金の元金相当分（９５９百万円）が含まれている。しかし，費用の部では，この債務負
　担金償還金元金に相当する額がない。
　　これは，会計制度上，同センター債務償還金が財務諸表上では貸借対照表の負債勘定とし
　て計上されており，平成２１年度に返済する債務償還金の元金相当額が，この負債額の返済
　に当たるものであるため，損益計算上には影響を与えない金額である。このため，同金額は，
　利益があって費用の発生しない勘定科目となる。
　　一方，収支計画の減価償却費に計上される金額のうち，診療収入財源の資産取得分，財政
　投融資財源の承継資産に係るもの（１,１０７百万円）は，収入の部で「資産見返運営費交付金
　等戻入」「資産見返寄附金戻入」「資産見返物品受贈額戻入」勘定がないため費用のみが計
　上される。

　　上記の理由により

　 財務・経営センター債務負担金償還金の元金相当分 959 百万円
－ 「資産見返・・・戻入」を伴わない減価償却費用 1,107 百万円

△ 148 百万円

　　差額 △１４８百万円が「収支計画」の総利益となる。

２．その他
　　該当なし



（単位：百万円）
区分 金額

資金支出 29,116
業務活動による支出 24,445
投資活動による支出 1,475
財務活動による支出 959
翌年度への繰越金 2,236

資金収入 29,116
業務活動による収入 24,463
運営費交付金による収入 9,633
授業料及入学金検定料による収入 3,238
附属病院収入 10,347
受託研究等収入 530
補助金等収入 49
寄附金収入 505
その他の収入 158
投資活動による収入 997
施設費による収入 997
その他の収入 0
財務活動による収入 147
前年度よりの繰越金 3,507

平成２１年度  資金計画

３． 資金計画



１．雇用方針
　　教員は，原則公募により多様な人材を求める。
　　任期制の段階的な導入を図る。
　　技術系職員は，学内での配置状況及び専門性を考慮し，原則公募で採用する。
　　事務系職員は，中国・四国地区の国立大学法人が統一して実施する採用試験を利用し採用を
　行う。また，独自の職員採用プランについて検討する。

２．人材育成方針
　　技術系職員の人材育成及び専門性の向上のために，専門研修の内容を吟味し積極的に参加
　させる。
　　また，事務系職員も同様な形態により，職務遂行能力の向上を図る。

３．人事評価
　　教員の人事評価は，本学独自の自己評価システムと人事評価システムとのインターフェイスに
　ついて検討を行い，大学院改組に伴う新たな教員組織に対応し，各部門等の特徴や独自性を
　加味した人事評価システムを構築する。
　　また，事務系職員，附属学校教員，技術系職員等の人事評価システムを構築し，事務系職員
　については，評価結果を処遇へ反映する。

４．人員（人件費）
　　本学が定めた「総人件費削減計画」に基づき，人件費の管理を一体的に行う。
　　また，平成21年度までに概ね４％の人件費削減を目標とする「総人件費削減計画」を着実に
　実施するため，本年度は概ね１％の削減を図るとともに，人件費削減目標に対する達成状況を
　確認し，検証を行う。

別紙  人事に関する計画



（別表）

人文学部 人間文化学科 376人
国際社会コミュニケーション学科 332人
社会経済学科 472人
（学科共通）３年次編入学 20人

教育学部 学校教育教員養成課程 400人
（うち教員養成にかかる分野　400人）

生涯教育課程 280人

理学部 理学科 405人
応用理学科 405人
数理情報科学科 ※18 82人
物質科学科 ※18 92人
自然環境科学科 ※18 96人
（学科共通）３年次編入学 20人

医学部 医学科 550人
３年次編入学 20人
２年次編入学 5人

（うち医師養成にかかる分野　575人）
看護学科 240人

３年次編入学 20人

農学部 農学科 510人
暖地農学科 ※18 40人
森林科学科 ※18 30人
栽培漁業学科 ※18 30人
生産環境工学科 ※18 30人
生物資源科学科 ※18 40人

総合人間自然科学研究科 人文社会科学専攻 20人
　　（うち修士課程　20人）

教育学専攻 60人
　　（うち修士課程　60人）

理学専攻 150人
　　（うち修士課程 150人）

医科学専攻 30人
　　（うち修士課程　30人）

看護学専攻 24人
　　（うち修士課程　24人）

農学専攻 118人
　　（うち修士課程 118人）

応用自然科学専攻（Ｄ） 12人
（うち博士課程　12人）

医学専攻（Ｄ） 60人
　　（うち博士課程　60人）

黒潮圏総合科学専攻（Ｄ） 12人
　　（うち博士課程　12人）

理学研究科※19 応用理学専攻（Ｄ） 6人
（うち博士後期課程　6人）

医学系研究科※19 生命医学系専攻（Ｄ） 38人

学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数



　　（うち博士課程　38人）
神経科学系専攻（Ｄ） 10人

　　（うち博士課程　10人）
社会医学系専攻（Ｄ） 12人

　　（うち博士課程　12人）

黒潮圏海洋科学研究科※19 黒潮圏海洋科学専攻（Ｄ） 6人
　　（うち後期３年の博士課程　6人）

教育学部附属小学校 　　768人
　学級数　22

教育学部附属中学校 　　480人
　学級数　12

教育学部附属特別支援学校 　　60人
　学級数　9

教育学部附属幼稚園 　　160人
　学級数　5

（注１）右欄の人数は，平成21年度における学生収容定員を示す。
（注２）※18を付した学部の学科は，平成18年度をもって募集を停止した学科を示す。
（注３）※19を付した研究科は，平成19年度をもって募集を停止した研究科を示す。



 


